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開会 午前 ９時００分

○議長（梅原好範君） 皆さん、おはようございます。

本日の会議は、新型コロナウイルス感染予防の関係で、３つの密（密集、密接、密閉）を

できる限り避けるために、出席者の入場前の検温、手指消毒を行い、出席者及び傍聴者にお

かれましてもマスク着用としております。

ほかにも、感染防止対応のため、議場内の空気換気の実施、また、水筒等での飲料の持込

みを許可しております。

また、傍聴席におきましては、傍聴席を１席ずつ離した配置にしております。ご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。

あわせて、執行部の皆様におかれましては、緊急事態宣言発令の中、時間短縮を図るため、

今回の議案に対して簡潔明瞭な説明をいただき、スムーズな会議の進行に努めていただきま

すよう、いま一度、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ただいまの出席議員は１５名であります。

定足数に達しておりますので、令和３年第３回京丹波町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

《日程第１、会議録署名議員の指名》

○議長（梅原好範君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、本会期中の署名議員は、７番議

員・鈴木利明君、８番議員・西山芳明君を指名します。

なお、以上のご両君に差し支えのある場合には、次の議席の方にお願いすることといたし

ます。

《日程第２、会期の決定》

○議長（梅原好範君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２３日間としたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（梅原好範君） 異議なしと認めます。

本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２３日間と決しました。
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会期中の予定につきましては、事前に配付の会期日程表のとおりであります。

《日程第３、諸般の報告》

○議長（梅原好範君） 日程第３、諸般の報告を行います。

本定例会に町長から提出されております案件は、諮問第５号ほか３２件です。

提案説明のため、太田町長ほか関係者の出席を求めました。

８月２７日に議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。

また、同日、全員協議会が開催され、議会運営委員会等の報告が行われました。

本定例会までに受理した陳情書、意見書をお手元に配付しております。

京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付しており

ます。

本日の会議に、京丹波町ケーブルテレビの撮影・収録を許可したので報告します。

本日、本会議終了後、議会広報常任委員会を開催しますので、委員の皆様には大変ご苦労

さまですが、よろしくお願いいたします。

以上で諸般の報告を終わります。

《日程第４、行政報告》

○議長（梅原好範君） 日程第４、行政報告を行います。

太田町長。

○町長（太田 昇君） 皆さん、改めまして、おはようございます。

本日ここに、令和３年第３回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位

におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきまして、誠にありがとうござい

ます。

また、日頃、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、ご協力いただいておりますこと

に厚くお礼申し上げます。

依然として、感染の広がりを見せております新型コロナウイルス感染症につきましては、

残念ながらいまだとどまる気配はなく、それどころか今では、感染力の強いデルタ株が猛威

を振るっており、非常に強い危機感を持っております。

現在、京都府におきましては、緊急事態宣言が発令されており、新規感染者数も一向に減

少せず、医療体制が逼迫し、極めて厳しい状況にあります。

町民の皆様には、不要不急の外出自粛、３密の回避、小まめな手洗い、うがい、マスクの
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着用、また事業者の方々には、加えて営業時間の短縮など、様々な感染防止対策についてお

願いしてきたところであります。今後におきましても、引き続き、皆様の尊い生命や健康、

ご家族や大切な方を守るため、さらなるご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

そのような中、多くの方々が集うイベントの開催が困難な状況にあることから、秋の一大

イベントである今年の京丹波・食の祭典につきましては、京丹波・食の祭典２０２１ ＬＩ

ＮＥスタンプラリーと題しまして、ＳＮＳを活用し、本町の最大の魅力である「食」をＰＲ

する取組として開催する予定としております。

各地域で開催されます行事や夏のイベント等におきましても、影響が及んでおり、様々な

場面で制約が強いられ、不安や閉塞感を感じる中、以前のような普通の生活がままならない

日々が続いていることと存じますが、非常に厳しいこの局面を国民みんなが共に乗り越えて

いかなければならないと考えております。

また、新型コロナウイルス感染症に対する差別的な事象も後を絶ちません。これまでから

申し上げておりますが、新型コロナウイルスは、今や誰もが感染しても不思議ではない状況

にあります。感染者が責められるのではなく、励まし、温かく接し、感染者が治療に専念で

きる、温かみのある社会でなければならないと考えます。

今後とも、皆様方のご理解とご協力を重ねてよろしくお願いいたします。

一方、国が、感染拡大防止と国民の生命及び健康を守るための最重点対策として推進して

おりますワクチン接種の本町における接種状況でありますが、５月から新型コロナワクチン

接種を開始し、高齢者においては約８６％の方への１回以上の接種を終え、７月からは１６

歳から６４歳までの若い世代の方への接種を進めており、現時点での接種率は約５７％とな

っております。

今後とも、速やかなワクチン接種に努めてまいりますので、町民の皆様をはじめ議員各位

には、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

さて、今年も、台風や急激な豪雨が発生しやすい季節がまいりました。

７月に発生した静岡県熱海市での土石流災害では、多くの方が犠牲となられ、今もなお行

方不明者の捜索が懸命に行われております。また、このお盆には、秋雨前線の影響により線

状降水帯が発生するなど豪雨に見舞われ、特に佐賀県をはじめ西日本の広範囲にわたり甚大

な被害をもたらしました。お亡くなりになった方々に対しまして、心からご冥福をお祈りい

たしますとともに、一日も早い復旧を心から願うものであります。

本町におきましては、あんしんアプリを導入して初めての大雨警報発令でありましたが、

アプリやケーブルテレビのＬ字放送はもちろんのこと、地元区長様をはじめ民生児童委員の
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皆様、また、消防団員によります消防車両のスピーカーを活用した管内住民への情報提供な

どによりまして、混乱もなく無事早めに避難していただくことができました。これもひとえ

に、ご協力いただいた方々や、また、皆様の日頃からの高い防災意識のたまものであると深

く感謝しております。

現在のところ本町では、目立った被害は発生しておりませんが、近年、特にこの時期は、

自然災害にいつ見舞われてもおかしくない状況にあります。

町民の皆様におかれましては、事前に避難施設の場所の確認や避難所での密を回避するた

めに、親戚や友人宅への避難も考えていただくなど、いち早く行動に移せるよう日頃から準

備していただくとともに、今後とも早めの避難に心がけていただきますよう、よろしくお願

いいたします。

また、避難の際には、これまでの避難準備に加え、体温測定など各自の健康チェックにつ

いても、どうかよろしくお願いいたします。

次に、令和３年度町政懇談会「タウンミーティング」につきましては、昨年に引き続き、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ケーブルテレビで２部構成となる特別番組を放

映する方法により実施しております。

第１部では、健康の里づくりへ向けた予算と主要事業と題し、７月２４日から８月６日ま

での間で、１日６回の放映を実施したところであります。

また、第２部といたしましては、第１部の放映に関して町民の皆様から賜りました貴重な

ご意見に対してお答えさせていただく内容と、併せて、今年は、町の未来をテーマとして須

知高校生の皆さんとの意見交換会を行いましたので、その模様につきまして、９月下旬から

番組を通じてお伝えさせていただく予定としております。多くの皆様にご覧いただきますよ

うお願いいたします。

次に、京丹波町ケーブルテレビの民営化につきましては、９月から順次、株式会社ＺＴＶ

へのサービスに切り替わります。

丹波・和知地区につきましては、９月に切替工事を完了し、瑞穂地区につきましては、各

加入者宅において、順次切替えの工事が行われることとなっております。

引き続き、株式会社ＺＴＶと連携、調整を図りながら円滑に実施できるよう努めてまいり

ます。

さて、今期定例会では、令和２年度決算を上程させていただくこととなりました。新庁舎

整備事業や認定こども園整備事業をはじめ、移住・定住対策、地域医療の推進、高齢者等安

心安全対策、子育て支援、農林業の振興、商業・観光振興など、助け合いと活力ある健康の
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里づくりに向けた５本の柱に沿って、安全で豊かに過ごせる町づくりを円滑に推進すること

ができました。これもひとえに、議員各位並びに町民の皆様の深いご理解とご協力によるも

のと深く感謝申し上げます。

次に、本年度の主要事業の執行状況等について、ご報告を申し上げます。

新庁舎整備事業でありますが、今月２４日に竣工検査を終え、ようやく待ちに待った新庁

舎が完成いたしました。残すは、植栽など新庁舎の外構工事及び屋内の備品配置であり、現

在、工程どおり順調に進捗しております。

また、現時点における今後のスケジュールでございますが、竣工式を１０月２４日（日）

に、その後、住民等見学会を挟みまして、開庁日を１１月１日（月）に予定しております。

見学会におきましては、町内産材をふんだんに使用している新庁舎の木のぬくもりと木の香

りを肌で感じていただき、今後とも町の、そして町民のシンボルとして末永く親しまれる新

庁舎を実感していただくためにも、多くの皆様方のご来場を心よりお待ちしております。

次に、認定こども園整備事業でございます。

令和２年７月より建設を進めてまいりましたこども園新園舎につきましては、７月末に完

成し、９月から須知幼稚園仮園舎として運用することとしております。新園舎につきまして

は、広く皆様にご覧いただく機会を設けたいところではありましたが、新型コロナウイルス

感染症感染拡大防止の観点から、京丹波町ケーブルテレビ、またホームページ等でオンライ

ンによる動画配信により園舎概要をお知らせしているところであります。

今後の工事の予定としましては、デッキテラスや園庭整備、また、周遊道路の築造を令和

４年２月末までに行ってまいります。

令和４年４月から町立の幼稚園、保育所を幼保連携型認定こども園として開設していくた

め、本定例会におきまして条例制定等の議案を上程させていただくこととしており、引き続

き諸手続を進めさせていただきたいと考えております。

次に、移住・定住対策についてであります。

近年、新型コロナウイルス感染症拡大とともに移住希望者が増加している状況でありま

す。令和２年度空き家情報バンクの成約件数は１５件となり、本年度も７件の成約を見込ん

でおります。移住相談も４４件あり、今後さらなる移住者の増加に期待しております。

また、コロナ禍にあって、京の田舎ぐらしナビゲーターへの情報提供や移住者希望者情

報、また、各地域の取組を情報交換するため、ＳＮＳを活用したオンラインでの情報共有会

議が開催できるよう準備を進めております。

次に、ふるさと応援寄附金事業につきましては、返礼品を延べ２７１品に充実させるとと
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もに、寄附金受付サイトにつきましても、５つのサイトに増設いたしました。本年度７月末

時点での寄附金額は１，５１８万円余りとなり、対前年度同期、約５９０万円の増額となっ

たところであります。

今後とも、観光協会と連携を図りながら、取組を展開してまいりたいと考えております。

次に、消防防災体制の強化として、自主防災組織育成事業に取り組んでおります。各行政

区における自主防災組織の結成及び育成と、地域防災の基盤強化を推進するため、補助対象

となる資材内容も拡充させ、避難所機能の強化を図っております。

なお、現在、１２の組織があり、新たに自主防災組織の設立に向けて準備が進められてい

る地域もあると聞いており、大変心強く感じているところであります。

次に、教育関係では、蒲生野中学校男子チームと瑞穂中学校男子チーム、女子チームが、

８月２１日から２３日にかけて埼玉県において開催された全日本中学生ホッケー選手権大会

に、また、須知高校男子ホッケー部、女子ホッケー部が８月１４日から富山県において開催

されました全国高等学校ホッケー選手権大会に出場しました。

中でも、蒲生野中学校と瑞穂中学校の男子チームが、予選リーグを勝ち抜き決勝トーナメ

ントに進出し、瑞穂中学校が見事、第３位に輝きました。また、須知高校女子ホッケー部

は、伊吹高校との準々決勝で、ＳＯ（シュートアウト）戦の末に惜しくも敗れはしました

が、全国ベスト８となる好成績を収めました。

東京オリンピック・パラリンピックの熱気冷めやらぬ間に、京丹波町の高校生と中学生の

ホッケーチームがそろって全国大会でひたむきにプレーし、立派な成績を収めた姿は、コロ

ナ禍にあっても、町民に元気と希望を与えてくれました。選手の皆さんが近い将来、日本代

表として、世界へと羽ばたいていくことを大いに期待するものであります。

以上、行政報告といたします。

○議長（梅原好範君） 以上で、町長の行政報告を終わります。

《日程第５、請願の委員会付託》

○議長（梅原好範君） 日程第５、請願の委員会付託を行います。

本日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり、総務文教常任委員会に付

託したので報告いたします。

《日程第６、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について～日程第３１、認定第１６号

令和２年度京丹波町水道事業会計決算の認定について》
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○議長（梅原好範君） お諮りします。

ただいまから上程になります日程第６、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について

から、日程第３１、認定第１６号 令和２年度京丹波町水道事業会計決算の認定についてま

での議案につきましては、本日は、提案理由のみとし、質疑、討論、採決は後日の日程とし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（梅原好範君） 異議なしと認めます。

これより、日程第６、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦についてから、日程第３１、

認定第１６号 令和２年度京丹波町水道事業会計決算の認定についてまでを一括議題としま

す。

町長の提案理由の説明を求めます。

太田町長。

○町長（太田 昇君） それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要

を説明させていただきます。

初めに、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦についてであります。

令和３年１２月末をもって任期満了となります山内津八子委員を再推薦したいので、議会

のご意見をお聞きするものであります。

山内氏は、人権啓発や人権相談など、積極的に活動いただいており、引き続き豊富な経験

を生かし職務を遂行していただけるものと思っております。ご同意賜りますようお願い申し

上げます。

議案第５５号 京丹波町立認定こども園条例の制定につきましては、認定こども園の開設

に伴い、名称及び位置、こども園において実施する子育て支援事業内容、入園資格、利用料

等について新たに条例を制定するもの。

議案第５６号 京丹波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を

定める条例の制定につきましては、認定こども園の開設に伴い、現行の保育所、幼稚園の各

種利用料等について整理し、新たに条例を制定するもの。

議案第５７号 京丹波町立認定こども園の開設に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

につきましては、認定こども園の開設に伴い、保育所、幼稚園の名称廃止による改正など、

関係する条例の整理を行うもの。

議案第５８号 過疎地域における京丹波町税条例の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定につきましては、過疎地域自立促進特別措置法が失効し、過疎地域の持続的発展の
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支援に関する特別措置法が公布されたことに伴い、所要の改正を行うもの。

議案第５９号 京丹波町過疎地域自立促進特別事業基金条例の一部を改正する条例の制定

につきましては、議案第５８号同様に過疎地域自立促進特別措置法が失効し、過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

議案第６０号 令和３年度京丹波町一般会計補正予算（第５号）につきましては、補正前

の額１２８億９，１３４万９，０００円に、今回３億６，７６０万円を追加し、補正後の額

を１３２億５，８９４万９，０００円とすることをお願いしております。本年度繰越金及び

普通交付税の確定を受けてこれらを反映した編成を行うものであります。

歳出の主な事業といたしましては、初めに総務費では、寄附金の収入実績を踏まえ、ふる

さと応援寄附金事業に１億５，３９１万８，０００円を追加するとともに、前年度繰越金の

確定による財政調整基金への積立てに８，０００万円を計上しました。

移住促進事業では、申請件数の増加により９２０万円を計上しました。

次に、民生費では、障害者自立支援事業におきまして、給付費の増加により６，８５１万

５，０００円を計上しております。

次に、衛生費では、新型コロナワクチン予防接種事業に２，３５７万９，０００円を計上

しております。ワクチン接種に必要となる各種経費の精査を行い、円滑なワクチン接種体制

の確保を図るものであります。

また、農林水産業費では、土地改良施設維持管理事業におきましては、事業調査項目の追

加に伴い３７４万円を計上するとともに、ＣＡＴＶ施設管理事業におきましては、ケーブル

テレビの民営化に伴い、現行の加入促進助成金の支給要件を見直し、加入から５年経過せず

に民間事業者へのサービス移行された場合においても助成金を交付するための経費として３

０１万円を計上しております。

次に、商工費では、国の補助金を活用した新たな観光コンテンツの磨き上げ等に取り組む

事業として、京丹波まるごと交流型観光推進事業に１，５００万円を計上するものでありま

す。

また、教育費では、社会教育事務費に１２８万１，０００円を計上し、旧瑞穂町教育委員

会敷地の支障木伐採を行うとともに、指定文化財管理事業には３７４万円を計上し、曽根地

内の古墳公園遊歩道の改修工事を行うものであります。

次に、歳入では、初めに普通交付税では、本年度交付額の確定により、さきの補正予算に

引き続き、２億１，０００万円１，０００円を計上しました。

国庫支出金では、総額７，５１４万４，０００円を計上しております。
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民生費国庫負担金では、自立支援給付費国庫負担金を含め、総額で３，６３１万円を計上

しております。

また、衛生費国庫負担金では、新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金に２，０１４万

９，０００円を計上し、さらに商工費国庫補助金では、京丹波まるごと交流型観光推進事業

の財源として、誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業補助金に１，５

００万円を計上しております。

府支出金では、総額３，２９２万８，０００円を計上しております。

民生費府負担金では、国庫負担金と同様に自立支援給付費府負担金を含め、総額で１，８

０９万７，０００円を計上しております。

また、府補助金では、総務費府補助金の移住促進事業補助金につきまして、申請件数の増

加に伴い４６０万円を計上するものであります。

また、寄附金では、ふるさと応援寄附金につきまして１億円を計上しております。

繰入金では、財政調整基金繰入金につきまして、３，６２３万７，０００円を減額してお

ります。

また、繰越金では、前年度繰越金につきまして９，６７０万円を計上したところでありま

す。

地方債では、１億１７０万円を減額しております。

土木債では、事業精査等によりまして５７０万円の減額となり、臨時財政対策債につきま

しても、本年度発行可能額の確定により９，９６０万円の減額を行うものであります。

以上が歳入補正の主な内容となります。その他補助金等の歳入につきましては、それぞれ

関連する特定財源の精査を行い編成したものであります。

以上、一般会計補正予算の提案説明とさせていただきます。

議案第６１号 令和３年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）では、事業

勘定において補正前の額２１億６，８０６万８，０００円に、２，２７２万９，０００円を

追加し、補正後の額を２１億９，０７９万７，０００円とすることをお願いしております。

前年度介護給付費負担金等の確定等について計上しております。

また、老人保健施設サービス勘定においては、補正前の額１億４，５４０万円に３００万

７，０００円を追加し、補正後の額を１億４，８４０万７，０００円とすることをお願いし

ております。人事異動等に伴う人件費及び会計年度任用職員人件費の精査と、新型コロナウ

イルス感染症対策に関する備品購入により、増額を行うものであります。

議案第６２号 令和３年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正前
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の額９億９，６００万円に１，２３３万円を追加し、補正後の額を１０億８３３万円とする

ことをお願いしております。人件費の精査による増額及び施設管理費における設備等修繕費

の増額を行うものであります。

議案第６３号 令和３年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第１号）では、京丹波町

病院における収益的収入及び支出について、補正前の額１０億２，３００万円に３３２万７，

０００円を追加し、補正後の額を１０億２，６３２万７，０００円とすることをお願いして

おります。それぞれ京丹波町病院における人件費精査に係る経費の組替え並びに和知診療所

における人件費精査に係る一般会計繰入金及び経費の増額を行うものであります。

続きまして、令和２年度決算認定議案につきまして、概略をご説明申し上げます。

令和２年度に取り組みました主要事業でありますが、まずは新庁舎整備につきましては新

庁舎建設工事の実施など、円滑な事業推進の取組を進めてまいりました。

また、認定こども園の整備につきましても、令和２年度については新園舎建設工事の実施

など、整備計画に沿った事業推進の取組を進めてまいりました。

園児の健やかな育ちと成長が促せる施設、また、本町の特色を生かした施設整備に向けた

事業推進を引き続き着実に図ってまいります。

その他、令和２年度に予定をしておりました事業は、完成、あるいは着実な進展が図られ

ています。

このことは、ひとえに議員各位をはじめ町民の皆様のご理解とご協力によるものであり、

深く感謝申し上げる次第であります。

次に、会計別決算収支の状況についてでありますが、一般会計の決算額は、歳入１４２億

９，２０１万４，１９３円、歳出１３９億４，５３９万７，８５１円、うち翌年度への繰越

財源１億９，９９１万６，０００円を差し引いた実質収支では、１億４，６７０万３４２円

となっております。

なお、一般会計における令和元年度の実質収支額１億９，９３６万８，５８０円を差し引

いた単年度収支は、マイナス５，２６６万８，２３８円となり、これに財政調整基金積立額

を加え、積立金取崩額を控除した実質単年度収支は、マイナス５，２１３万８，２３８円と

なりました。

次に、歳出の目的別の状況でありますが、以下、万円単位にまとめてご報告申し上げます。

まず、議会費は９，３２６万円で前年度比３．５％の減、総務費は４０億９，７６８万円

で前年度比１５１．８％の増、民生費は２８億６，７８０万円で前年度比２４．５％の増、

衛生費は１５億４７１万円で前年度比０．１％の減、農林水産業費は１４億６，０１６万円



－１５－

で前年度比１７．８％の増、商工費は３億８，９１２万円で前年度比１０７％の増、土木費

は８億４，３６９万円で前年度比７．４％の増、消防費は４億１，７５３万円で前年度比１

２．２％の増、教育費は８億９，２１８万円で前年度比４．３％の増、公債費は１３億７，

９２７万円で前年度比３０．６％の減となりました。

なお、労働費及び災害復旧費につきましては執行がありませんでしたので皆減となります。

次に、普通会計を基にした財政構造面について申し上げます。

町税は、前年度に比べ５，４４２万円減の１６億７，２３９万円となりました。法人住民

税及び固定資産税の減少が主な原因であります。

徴収率につきましては、現年度が９７．４％で前年度と１．８％の減少、滞納繰越分は１

７％となり前年度から０．４％の増加となりました。

今後とも、税負担の公平性を確保するため、京都地方税機構との連携はもとより、細やか

な納税相談の実施などに一層の努力を重ねてまいります。

一方、令和２年度におきましても、滞納処分等の取組を行いながら、町税３３８万円、国

民健康保険税４２２万円を不納欠損処分させていただきました。前年度と比べ町税におきま

しては２２万円の減となったところであります。

貴重な自主財源が徴収に至らなかったことは誠に申し訳なく思いますが、ご理解いただき

ますようお願い申し上げます。

譲与税・交付金関係では、主に森林環境譲与税や地方消費税交付金等の増加により、前年

度と比較して４，３０７万円増額の５億４，０６９万円、普通交付税では、合併算定替の段

階的な特例措置の縮減の影響や、前年度に措置されました錯誤額の増加分が影響し、前年度

と比較して１億５，９６１万円減の４４億９，４６７万円となりました。

また、特別交付税では、前年度と比較して１，７１１万円増の５億７，２２０万円となり

ました。

次に、歳出におきまして、支出を拘束する義務的経費では、前年度と比べ、人件費で１億

８，４６６万円が増となり、扶助費では４，４９３万円の減、また公債費では、前年度実施

した繰上償還分が影響し６億９４５万円の減となるなど、全体で４億６，９７３万円減の総

額４１億３２４万円となりました。

また、投資的経費では、普通建設事業費で新庁舎整備事業及び認定こども園整備事業の実

施に伴い、前年度と比べ１４億３，９５５万円増の２８億７，５８８万円となりました。

一方、災害復旧事業費では、本年度は執行がありませんでしたので、５億３，６９３万円

の減となりました。
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このような決算状況の中、財政構造の指標となります経常収支比率は、前年度比０．６％

増の９０．０％となり、併せて、実質公債費比率につきましては、令和２年度の単年度比率

では対前年度比１．３％減少し、比率基準となります３か年平均につきましても、前年度比

０．１％減の１７．７％となりました。

経常収支比率が増加した要因につきましては、分子である歳出経常一般財源では、人件費

が会計年度任用職員制度の導入に伴い増加したものの、物件費、扶助費及び公債費等につい

て減額となり、全体で減少を示しましたが、一方で、分母となる歳入経常一般財源において、

その大部分を占める普通交付税の交付額が減少したことが影響し、増加となったところであ

ります。

本町の財政運営に大きな影響をもたらす普通交付税は、令和２年度で合併特例措置が終了

することとなり、今後におきましても一層の財政健全化に努めてまいります。

次に、特別会計の決算状況でありますが、国保京丹波町病院事業会計及び水道事業会計を

除く１３特別会計の歳入総額は５５億９２９万円、歳出総額は５４億５，０３８万円で、翌

年度繰越財源を除いた実質収支は５，８９１万円であります。

国保京丹波町病院事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益

は９億３，１０１万円、経常費用は９億４，６２３万円で、差引き１，５２１万円にＰＣＢ

廃棄物処分による特別損失として３５０万円を加え、１，８７１万円の当年度純損失となり、

当年度未処理欠損金は３億７，６１６万円となりました。

なお、資本的収支では、収入総額５，３９７万円に対し、支出総額は９，６０９万円とな

り、収支差額は４，２１２万円となりました。この収入不足分は過年度分損益勘定留保資金

で補塡したところであります。

水道事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益は１１億５，

９４８万円、経常費用は１１億３８０万円で、経常利益は５，５６８万円となりましたが、

固定資産の再評価等により特別損失３，９４９万円が発生をしたため、当年度純利益は１，

６１９万円となりました。これに前年度未処分利益剰余金を加えた額７，８６９万円を当年

度未処分利益剰余金として計上いたしました。

なお、資本的収支では、収入総額３億９，２７８万円に対し、支出総額は７億７，０７１

万円となり、収支差額の３億７，７９３万円は、消費税資本的収支調整額１，１９５万円、

過年度分損益勘定留保資金１億３４５万円及び当年度分損益勘定留保資金２億６，２５３万

円で補塡したところであります。

以上、申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。



－１７－

提案させていただきました議案は諮問、認定案件及び報告案件も含め３３件であります。

細部につきましては、会計管理者または所管する課長から説明させますので、何とぞ慎重に

ご審議賜りまして、原案にご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（梅原好範君） 補足説明を担当課長に求めます。

久木住民課長。

○住民課長（久木寿一君） 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦についての補足説明を申

し上げます。

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、市町村長がその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦し、法務大臣が委嘱することとなっております。

任期は３年であります。

京丹波町では、１１人の人権擁護委員に活躍いただいております。

今回、諮問いたします山内津八子さんは、４期目の任期を迎えられるところであります。

その他略歴等は添付の資料に記載しておりますので、後ほどご確認をお願いいたします。

以上、補足説明といたします。よろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 木南こども未来課長。

○こども未来課長（木南哲也君） 議案第５５号 京丹波町立認定こども園条例の制定につき

まして、補足説明を申し上げます。

今回、上程いたします条例につきましては、令和４年４月に開設を予定しております、幼

稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を併せ持つ単一の施設である幼保連携型認定こども

園について、設置及び実施する事業に関して定めるものであります。

丹波地区におきましては、上豊田保育所と須知幼稚園の統合園として新たに新園舎を建設

したんばこども園として、また、瑞穂地区ではみずほ保育所と子育て支援センターを、和知

地区におきましてはわち保育所と子育て支援センターとを統合し、それぞれみずほこども園、

わちこども園として同じく幼保連携型認定こども園に移行してまいります。

議案書の第２条において名称及び位置を定めており、第３条においては認定こども園の一

機能である地域における子育て支援として実施する事業を規定しております。第５条では、

施設の利用料等に関する規定を定めておりますが、内容につきましては、次の議案第５６号

のところで補足説明をさせていただきます。

附則におきましては、開設日に併せて施行期日を定めるとともに、現行の保育所設置条例、

幼稚園の廃減に伴います学校施設の設置条例の一部改正を規定しております。

議案書の最終ページ、新旧対照表により幼稚園等の文言を削ることのご確認をいただきた
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いと思います。

以上、議案第５５号 京丹波町立認定こども園条例の制定につきまして、補足説明とさせ

ていただきます。

続きまして、議案第５６号 京丹波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担額等を定める条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。

新たに開園します幼保連携型認定こども園を含め、保育所や幼稚園は、子ども子育て支援

法において特定教育・保育施設として規定されており、また市町村が認定する小規模保育事

業なども特定地域型保育事業として同法で規定されていることから、今回の開園に併せて京

丹波町における利用者負担額等を整理して条例を制定させていただくものです。

第２条に規定しております事業の種別によって、第３条及び第５条から第７条まで徴収規

定を設けており、第８条において一定の要件により減免する制度も引き続き実施していくこ

ととしております。

議案書の４ページ目になりますが、別表に基づきまして、それぞれの利用料等についてご

説明いたします。

まず、別表第１（第３条関係）につきましては、子ども子育て支援法第１９条第１項に定

める教育・保育給付認定の区分により利用者負担額を定めるものです。

なお、満３歳以上の就学前児童に係る利用者負担額については、令和元年１０月からの幼

児教育・保育の無償化制度によりゼロ円として規定しており、本表は満３歳未満の児童、い

わゆる３号認定に関する利用者負担額を定めたものであり、現行の保育所利用料等徴収規則

に定めた額と同じ額となっており変更はございません。

次に、別表第２（第５条関係）、一時預かり利用料に関する規定におきましては、満３歳

以上で保育を必要としない児童及びその保護者、いわゆる１号認定を受けた者が夏季休業期

間中及び平日の教育・保育時間を超えて利用する一時預かり事業に関する利用料を定めるも

のでございます。夏季休業期間中の利用においては、幼児教育・保育の無償化制度における

施設等利用給付の上限額である４５０円として、また、平日に家庭保育を受けることができ

ない事由等による場合、現行の幼稚園預かり保育事業と同様の３０分当たり１００円を徴収

することを定めるものでございます。

次に、別表第３（第６条関係）、延長利用料に関する規定におきましては、満３歳以上で

保育を必要とする児童及びその保護者、いわゆる２号認定を受けた者及びさきに申し上げま

した満３歳未満の３号認定を受けた者で、午前８時半から午後４時半までの保育短時間認定

を超えて利用する延長保育に関する利用料を定めるものです。利用料につきましては、現行
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の保育所延長利用料と同じ額の児童１人につき１日２００円を徴収することを定めるもので

す。

続きまして、別表第４（第７条関係）、一時保育料に関する規定におきましては、特定教

育・保育施設に就園していない就学前児童及びその保護者が冠婚葬祭等の一定の要件に該当

する場合に一時的に短時間預かる事業の利用料を定めるものです。この利用料につきまして

も、現行と同じ額としております。

以上、議案第５６号 京丹波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額等を定める条例の制定につきまして、補足説明とさせていただきます。

最後に、議案第５７号 京丹波町立認定こども園の開設に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について、補足説明をさせていただきます。

主な整理事項といたしましては、幼稚園及び保育所の名称に関する改正としておりまして、

規定のある８条例の改正等を定めております。

詳細につきましては、議案書の新旧対照表によりご説明をいたします。

まず、第１条関係、京丹波町課設置条例の一部改正におきましては、こども未来課所管の

文書事務より保育所に関することを削除するものです。

次に、第２条関係、京丹波町町営バス運行事業条例の一部改正におきましては、料金の割

引を規定する条項におきまして、幼稚園及び保育所の名称に関する規定を認定こども園に関

する規定に改めるものです。

次に、第３条関係、京丹波町職員の給与に関する条例の一部改正におきましては、別表第

１に定める職務分類表のうち、保育士、教諭、保育所、幼稚園に関する名称を認定こども園

における保育教諭、園長等に改めるものです。

次に、第４条関係、京丹波町職員の管理職手当に関する条例の一部改正におきましては、

幼稚園長及び保育所長をこども園長及びこども園副園長に改めるものです。

次に、第５条関係、京丹波町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する条例の一部改正におきまして、認定こども園法において準用する学校保健安全法

に基づき、幼保連携型認定こども園に園医、歯科医、薬剤師の設置が義務付けられているこ

とから、本条例における幼稚園の名称を認定こども園に改めるというものでございます。

第６条関係、京丹波町立学校施設使用に関する条例の一部改正におきましては、学校教育

法第１３７条に規定する施設利用に関して、現行は幼稚園を含めるものですが、これまでの

利用状況及び町内のほかの学校施設における利用が可能なことから、認定こども園を含めず

幼稚園を削除するものです。
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次に、第７条関係、京丹波町立幼稚園通園費に関する条例の廃止におきましては、開設に

係る事前調整の中で、認定こども園開設後は全ての園で保護者送迎による登降園を原則とし、

幼稚園バスの運行は行わないことから条例を廃止するものです。

最後に、第８条関係、京丹波町立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正におきましては、認定こども園開設に伴い、現状の利用状況からより利用しやすい体制

づくりのため、３支援センターの拠点化を図ることとしております。

第３条、事業内容のところでは、瑞穂及び和知子育て支援センターで実施しておりました

短時保育事業について、認定こども園開設に伴い、事業統合するため規定を削除するもので

ございます。

第４条、事業の対象ですが、現行条例におきましては、子育て支援センターの利用は町民

に限定しておりますが、昨今の社会情勢などから原則就学前児童及び保護者として、里帰り

出産時の利用等に対応することとしております。

なお、第１１条第１項に規定する実費徴収等につきましては、別途実施要項において定め、

第２項に規定する短時保育事業の利用料につきましては、事業廃止により削除するものです。

以上、議案第５７号 京丹波町立認定こども園の開設に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定の補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご議決いただきますようよろし

くお願いをいたします。

○議長（梅原好範君） 中井税務課長。

○税務課長（中井伸幸君） 議案第５８号 過疎地域における京丹波町税条例の特例に関する

条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。

今回の改正につきましては、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日に失効し、

新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されたことに伴い、過疎地域

内の産業の振興をより効果的に促進するために同法に基づく固定資産税の課税免除に関する

事項を定めるため、条例を改正するものでございます。

それでは、改正の内容につきまして、その概要を新旧対照表によりご説明申し上げます。

最初に、新旧対照表１ページをご覧ください。

第１条につきましては、根拠となります法律の制定に伴い、適用条文を修正するとともに

所要の文言整理を行うものであります。

同じく１ページ、第２条につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法において定められております地方税の課税免除等に伴う措置について、その対象となる要

件を定めたものであります。対象業種として、情報サービス業等が追加されたことや、取得
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価格要件が引き下げられたこと等に伴い、本町条例につきましても同様に整理をさせていた

だくものであります。

続いて、２ページ、第３条につきましては、今回の改正に伴い、新増設以外の改築・修繕

等が対象に追加されたことから、所要の文言整理を行うものであります。

議案の最後に、今回の改正内容の資料を添付させていただいておりますのでご覧ください。

今回の改正内容につきましては、対象業種、取得価格要件、対象となる設備投資の項目ご

とにそれぞれの改正内容をお示しをさせていただいております。

以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議いただき、ご賛同

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（梅原好範君） 松山企画財政課長。

○企画財政課長（松山征義君） それでは、議案第５９号 京丹波町過疎地域自立促進特別事

業基金条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。

この基金につきましては、過疎地域における地域医療の確保、住民の日常的な移動のため

の交通手段の確保、集落の維持及び活性化、その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮

らすことのできる地域社会の実現を図ることを目的に、平成２５年３月に設置したものであ

ります。

このほど、本条例の根拠となります過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日を

もって失効し、新法となります過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が公布され

たところであります。このため、条例で適用している名称につきまして、新たな法律名称に

変更する必要が生じたことにより所要の改正をお願いするものであります。

それでは、新旧対照表により説明をさせていただきます。

初めに、本基金条例の名称につきまして、新たな法律名に置き換えた京丹波町過疎地域持

続的発展特別事業基金条例に変更し、併せて、第１条の文中表現につきましても、引用して

おります同法律名及び基金名称について同様に変更することをお願いするものであります。

以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようお願

いします。

続きまして、議案第６０号 令和３年度京丹波町一般会計補正予算（第５号）につきまし

て、補足説明を申し上げます。

概要といたしましては、町長の提案理由説明にございましたとおり、前年度繰越金と本年

度普通交付税の確定等に加えまして、新型コロナウイルスワクチン接種対策をはじめ、その

他行政運営に必要となる施策等を中心にした編成といたしております。
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それでは、ページをめくっていただきまして、まず初めに７ページの第２表、地方債の補

正をご覧ください。

まず、合併特例事業債につきましては９１０万円増額し、補正後の限度額を１９億２，８

２０万円としております。土木債における道路改良事業において、道路新設改良事業の年度

交付金確定に伴う事業精査により５５０万円が増額となり、また教育債においては、新たに

古墳施設改修事業の施行に伴い、文化財施設整備事業債として３６０万円の増額をお願いす

るものであります。

次に、過疎対策事業債につきましては１４０万円を減額し、補正後の限度額を３億１，８

２０万円とするものでございます。土木債における道路改良事業債において、道路新設改良

事業の年度交付金確定に伴う事業精査により減額をお願いするものであります。

また、緊急防災・減災事業におきましても９８０万円減額し、補正後の限度額を１，２１

０万円とすることをお願いするものであります。過疎対策事業債と同様に、道路新設改良事

業の年度交付金確定に伴う事業精査により減額をお願いするものであります。

次に、臨時財政対策債につきましては９，９６０万円減額し、補正後の限度額を２億６，

３５０万円とすることをお願いしております。令和３年度発行額の確定を受け減額をお願い

するものであります。

以上、地方債合計で１億１７０万円を減額し、補正後の限度額を２５億７，２９０万円と

いたしております。うち、交付税の算入は、約７２％の１８億６，８００万円余りが算入さ

れる見込みとしております。

次に、補正予算の主な項目について説明をさせていただきます。

事項別明細書１３ページからをご覧ください。

まず、歳出からでございますが、各費目を通じまして、人件費関係全般につきまして人事

異動に伴う精査を行っております。

２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費のふるさと応援寄附金事業では、１

億５，３９１万８，０００円を計上しております。本年度ふるさと応援寄附金の収入実績に

基づき、さらなる寄附金の増加を見込むことに併せて、増加に伴うふるさと産品の経費や基

金への積立金など、収入に応じて必要となります各種経費について増額をお願いするもので

ございます。

次に、５目、財産管理費の財政調整基金積立事業では、地方財政法に基づく積立金として

８，０００万円を計上いたしております。

また、議案第５９号にてお願いしております過疎法に係る基金条例の改正に伴い、予算に
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おいても同様に関係する基金の積立事業の名称の整理をお願いしております。

次に、１５ページから１６ページ上段の１１目、地域振興事業費の移住促進事業では、９

２０万円の追加をお願いするものです。本年度実施する移住促進住宅整備事業で５件、また、

空き家流動化促進事業においては２件の追加申請に対応するものでございます。

次に、１７ページから１８ページ上段の３款、民生費、１項、社会福祉費、３目、障害者

福祉費の障害者自立支援事業に６，８５１万５，０００円を計上しています。自立支援給付

費の増加に伴い追加をお願いするものであります。

次に、１９ページから２０ページ中ほどの４款、衛生費、１項、保健衛生費、３目、予防

費の新型コロナワクチン予防接種事業に２，３５７万９，０００円を計上いたしております。

新型コロナウイルス感染症に係りますワクチン接種の実施に伴い、迅速かつ円滑な接種業務

の推進確保に向け、本年度必要となりますワクチン接種に対する経費及びその財源等につき

まして所要の補正をお願いするものであります。

次に、２１ページから２２ページ上段をご覧ください。６款、農林水産業費、１項、農業

費、５目、農地費の土地改良施設維持管理事業に３７４万円を計上いたしております。当初

予算において計上しておりました中台区殿池に係る廃池の調査において、京都府の指示によ

る環境調査を実施するための経費について所要の補正をお願いするものであります。

また、７目、農村情報施設管理費のＣＡＴＶ施設管理事業に３０１万円を計上しておりま

す。新規加入時から５年以上利用した場合に実施する加入分担金が１万円となるよう広報を

行っております加入促進助成金につきまして、ケーブルテレビ民営化移行に伴い５年を経過

せずとも民間事業者へのサービス切替えが行われた場合に限り、助成金の交付を行おうとす

るものであります。新規加入分担金が１万円に改正された令和２年度以前で、かつ５年を経

過していない平成２９年度分から令和元年度分を対象に補正計上をお願いするものでありま

す。

次に、２３ページから２４ページ上段の７款、１項、商工費、３目、観光費の京丹波まる

ごと交流型観光推進事業に１，５００万円を計上しております。国において公募されている

観光資源をより安全で集客力の高いものへと磨き上げるために実施する実証事業に対して、

本町としても、町森林組合をはじめ府立林業大学校や森の京都ＤＭＯなどの複数団体の参画

の下、提案申請を行っており、事業実施に必要な経費については、全額町予算を通じて国よ

り交付されることから、所要の経費について計上をお願いするものであります。

次に、２７ページから２８ページ下段をご覧ください。１０款、教育費、５項、社会教育

費、１目、社会教育総務費の社会教育事務費に１２８万１，０００円を計上しております。
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旧瑞穂町教育委員会周辺の支障木伐採除去を行う経費でございます。

同じく３目、文化財保護費の指定文化財管理事業では３７４万円を計上しております。曽

根地内の古墳公園遊歩道について、路面の損傷が著しく、機能回復を図るため実施する路面

改修工事に係る経費につきまして計上をお願いするものでございます。

以上、歳出でございます。

戻っていただきまして、事項別明細書の５ページ以降をお願いします。

初めに、５ページから６ページ上段の１２款、１項、１目、地方交付税でございますが、

本年度における普通交付税の確定に伴いまして２億１，０００万１，０００円を計上してお

ります。当初予算では４３億円と見込み計上しておりましたが、算定後の普通交付税額は、

当初見込みと比べ５．７％の増、交付額は４５億４，６２４万６，０００円となったところ

でございます。

なお、令和２年度実績比較しますと５，１５７万４，０００円、１．１％の増加となりま

した。

主な要因といたしましては、基準財政需要額で令和３年度算定から地域デジタル社会推進

費が創設されたことや、個別算定経費の増加などにより８，０００万円余りの増額となりま

した。

また、基準財政収入額におきましては、町税をはじめ各種交付金の減少により対前年度４，

０００万円余りの減少となり、これらの数値を基に本年度の交付額が算定されたところであ

ります。今回の計上額につきましては、本年度の確定額からさきの臨時会で議決いただきま

した第４号補正予算で計上させていただいた地方交付税の額を差し引いた額を計上させてい

ただいております。

同じく、１６款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金では、自立支

援給付費国庫負担金に３，４２５万７，０００円を計上しております。

また、その下、２目、衛生費国庫負担金では、新型コロナワクチン接種対策国庫負担金と

して２，０１４万９，０００円を計上しております。ワクチン接種の実施に伴う事業費の補

正に伴い、その全額について交付されるものであります。

次に、７ページから８ページ上段の２項、国庫補助金、４目、商工費国庫補助金では、誘

客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証事業補助金として１，５００万円を計

上しております。観光費の京丹波まるごと交流型観光推進事業の財源として全額交付を受け

るものであります。

同じく、その下、１７款、府支出金、１項、府負担金、１目、民生費府負担金では、自立
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支援給付費府負担金に１，７１２万９，０００円を計上いたしております。

次に、９ページから１０ページ中ほどの１９款、１項、１目、寄附金では、ふるさと応援

寄附金について、現在の寄附金の収納状況から本年度の寄附金額の推計を行い１億円を追加

するものであります。

同じく、２０款、繰入金、２項、基金繰入金では、１目、財政調整基金繰入金について３，

６２３万７，０００円を減額するものであります。

また、２１款、１項、１目、繰越金では、前年度繰越金の確定によりまして９，６７０万

円を計上しております。

最後に、１１ページから１２ページの２３款、１項、町債につきましては、総額で１億１

７０万円の減額をお願いするものであります。冒頭、第２表の地方債補正で説明させていた

だいた内容に基づき、必要な補正をお願いするものであります。

また、その他各種特定財源につきましても、それぞれ精査を行い、必要な補正をお願いし

ております。

以上、議案第６０号 令和３年度京丹波町一般会計補正予算（第５号）の補足説明といた

します。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 岡本福祉支援課長。

○福祉支援課長（岡本明美君） それでは、議案第６１号 令和３年度京丹波町介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）の事業勘定分につきまして、補足説明を申し上げます。

主なものにつきまして、歳入から説明をさせていただきます。

事項別明細書の５ページの歳入をお願いいたします。

３款、国庫支出金では、過年度分の地域支援事業交付金として１２０万２，０００円。

４款、支払基金交付金では、過年度分の地域支援事業支援交付金として１３８万２，００

０円。

５款、府支出金では、過年度分の地域支援事業交付金として７２万９，０００円をそれぞ

れ計上させていただいております。

７款、繰入金、２項、基金繰入金では、前年度繰越金の確定による収入増に伴い、介護給

付費準備基金繰入金を皆減としております。

８款、繰越金では、前年度繰越金として２，８８３万円を計上しております。

続きまして、７ページの歳出をお願いいたします。

２款、保険給付費では、先ほど歳入の説明で申し上げました前年度繰越金の確定及び介護

給付費準備基金繰入金の減額に伴います財源振替のみを計上させていただくものでございま
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す。

次に、９ページをお願いいたします。

４款、基金積立金では、国等からの過年度分の地域支援事業に係る追加交付分と、前年度

繰越金のうち、介護給付費に係る国等への返還すべき額などを差し引きました残額の合計１，

３９５万１，０００円を追加させていただき、収支の均衡を図ることとしております。

なお、補正後の予算ベースで令和３年度末基金残高は、２億７２７万１，０００円を見込

んでおります。

６款、諸支出金では、令和２年度分の国の介護給付費負担金等の返還金として８７７万８，

０００円を計上しております。

以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろ

しくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 豊嶋医療政策課長。

○医療政策課長（豊嶋浩史君） 続きまして、老人保健施設サービス勘定の補足説明を申し上

げます。

最初に、事項別明細書の７ページ、歳出からご説明させていただきます。

１款、総務費の１目、一般管理費でございますが、管理職看護師の人事異動に伴うもの及

び会計年度任用職員のフルタイムからパートタイムへの変更などによりまして２９万３，０

００円の人件費の減額、新型コロナ感染症対策備品購入費としまして３３０万円の増額とし

て、合計３００万７，０００円の計上をお願いするものでございます。

５ページに戻っていただき、歳入をご覧ください。

３款、繰入金は、１８９万５，０００円の増額をお願いし、４款、繰越金、１１１万２，

０００円は、前年度繰越金の確定による計上でございます。使途は、７ページの歳出予算で

もご説明させていただきましたが、人件費及び備品購入費に繰入金及び繰越金を充てさせて

いただきます。

以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。何とぞご審議いただき、ご

賛同賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 中川上下水道課長。

○上下水道課長（中川 豊君） 議案第６２号 令和３年度京丹波町下水道事業特別会計補正

予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。

まず初めに、歳出からご説明申し上げます。

事項別明細書は７ページ、８ページをご覧ください。
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１款、総務費、１目、一般管理費の職員手当におきましては、会計年度任用職員２名に対

する期末手当の精査に伴い１３万円を増額しております。

２款、下水道費、１項、農業集落排水費、２目、施設管理費では、修繕料として４００万

円を増額しております。

主なものといたしまして、実勢、質美、本庄処理場における換気ファン、微細目スクリー

ン、曝気ブロワ等の更新に１５０万８，０００円。口八田及び下蒲生処理区内のマンホール

層内で多数の不明水侵入が確認されており、止水修繕に１８１万円などとなっております。

２項、公共下水道費、２目、施設管理費でございますが、こちらも全額修繕料として８２

０万円を増額しております。

主なものといたしまして、上豊田、下山浄化センターでは、汚泥ポンプの修繕や汚泥撹拌

機の更新などに約６２０万円。瑞穂浄化センターでは、電気設備の高圧ケーブル更新に約２

００万円などとなっております。

次に、財源となります歳入でございますが、５ページ、６ページへお戻りください。

まず、下段の６款、繰越金は、前年度の繰越額の確定により７万７，０００円の増額。そ

して、補正額全体から繰越金を控除した不足額１，２２５万３，０００円につきましては、

５款の一般会計繰入金から補塡をお願いするものでございます。

以上、簡単ではございますが、議案第６２号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜

りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（梅原好範君） 豊嶋医療政策課長。

○医療政策課長（豊嶋浩史君） 議案第６３号 令和３年度国保京丹波町病院事業会計補正予

算（第１号）の補足説明を申し上げます。

明細書３ページ、４ページ、収益的支出をご覧ください。

こちらは、４月定期人事異動等に伴う人員に関わる人件費の精査により、和知診療所事業

費用については、給与費を３３２万７，０００円増額しております。

内訳は、１目、給与費のみでありますが、京丹波町病院事業費用について、会計年度任用

職員の医師１名増員によります報酬及び手当の増額を行いますが、こちらは、給料、法定福

利費、退職手当組合負担金の組替えをいたしまして、増減は行いません。和知診療所事業費

用について、管理職看護師の異動等によりまして、給料、手当、法定福利費、退職手当組合

負担金をそれぞれ増額しまして、３３２万７，０００円の増額をお願いするものでございま

す。

戻っていただき、明細書１ページ、２ページ、収益的収入をご覧ください。
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この和知診療所の給与費の増額分であります３３２万７，０００円を運営費負担金として

一般会計から繰入れをお願いするものでございます。

以上、簡単ではありますが、補足説明とさせていただきます。何とぞご審議いただき、ご

賛同賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 補足説明の途中ですが、これより暫時休憩に入ります。再開は１０時

３５分とします。

休憩 午前１０時２２分

再開 午前１０時３５分

○議長（梅原好範君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

引き続き、補足説明をお願いします。

十倉会計管理者。

○会計管理者（十倉隆英君） それでは、認定第１号 令和２年度京丹波町一般会計歳入歳出

決算の認定についてから、認定第１５号 令和２年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定

についてまで、それぞれ決算書に沿って主なものについて補足説明を申し上げます。

説明が少々長くなりますことをお許しいただきたいと思っております。

それでは、初めに、認定第１号 令和２年度京丹波町一般会計歳入歳出決算です。

１ページ、実質収支に関する調書をお開きください。

令和２年度一般会計決算額は、歳入総額１４２億９，２０１万４，１９３円で、前年度に

比べ２１．９％の増、歳出総額は１３９億４，５３９万７，８５１円で、前年度に比べ２１．

３％の増となりました。歳入歳出差引額は３億４，６６１万６，３４２円で、翌年度へ繰り

越すべき財源１億９，９９１万６，０００円を差し引いた実質収支額は、１億４，６７０万

３４２円となりました。

なお、令和２年度の実質収支から令和元年度の実質収支を差し引いた単年度収支額は、マ

イナス５，２６６万８，２３８円となりました。

次に、１４ページ、事項別明細書をお願いいたします。

歳入の主なものについて収入済額を中心に説明させていただきます。予算額、調定額等は

割愛させていただきます。

１款、町税は、１６億７，２３９万１，４２１円で、前年度に比べ３．２％の減となりま

した。町税のうち、町民税は５億７，６２６万１８０円で、前年度に比べ７．６％の減、法

人町民税において、税制改正による税率引下げによる影響や新型コロナウイルス感染拡大に

伴う業績の悪化等が影響し、４，６１６万３０４円の大幅な減となりました。
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固定資産税は、９億５，３４０万６，９１７円で、前年度に比べ１．０％の減、家屋及び

償却資産において増加要因があるものの、新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予特例の

申請による納付期限延長の影響により、前年度に比べ９８０万９，４８２円減となりました。

軽自動車税は、６，４０２万７，７２８円で、前年度に比べ５．４％の増となりました。

特に、令和元年１０月１日から新たに導入された軽自動車税環境性能割が通年の導入となり、

２４３万６，３００円の増となりました。

１６ページ、町たばこ税は、７，８６９万６，５９６円で、前年度に比べ０．８％の減と

なりました。

１５ページ上段に戻っていただきまして、町税の収入未済額は８，６６３万４，２５２円

で、前年度に比べ３，１９６万４，９９４円の増となりました。そのうち、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による徴収猶予特例に係る収入未済額は、３，０８８万３，２００円でし

た。不納欠損額は３３７万５，１５７円で、前年度に比べ２２万３，１７２円の減。個人町

民税１３人、法人町民税１人、固定資産税９３人、軽自動車税４５人について、地方税法に

基づき処理しました。

町税全体の徴収率は９４．９％で、前年度に比べ１．８％の減となりました。

なお、現年課税分は９７．４％でした。

１６ページ、２款、地方譲与税は１億２，１３８万６，０００円で、前年度に比べ１３．

５％の増。そのうち、令和元年度に創設された森林環境譲与税につきましては、前年度に比

べ１，５６１万３，０００円の増額交付となりました。

３款、利子割交付金は１１１万９，０００円で、前年度に比べ２．４％の減。

４款、配当割交付金は７６９万３，０００円で、前年度に比べ１５．６％の減。

１８ページの５款、株式等譲渡所得割交付金は８５３万８，０００円で、前年度に比べ７

７．８％の増となりました。

６款、法人事業税交付金は、都道府県税であります法人事業税の一部を市町村の財政運営

の安定化に寄与するため、令和２年度から新たに交付されたもので、１，１２１万５，００

０円の交付となりました。

７款、地方消費税交付金は２億９，４４３万２，０００円で、前年度に比べ２２．８％の

増。

８款、ゴルフ場利用税交付金は６，７１２万８，９１５円で、前年度に比べ５．３％の減。

２０ページの９款、自動車取得税交付金は１２万４，４４５円で、前年度に比べ９９．

５％の減。



－３０－

１０款、環境性能割交付金につきましては１，４５７万３，０００円で、令和２年度より

通年交付となり１５１．８％の増となりました。

１１款、地方特例交付金は１，２２８万５，０００円で、前年度に比べ子ども・子育て支

援臨時交付金の皆減により６３．８％の大幅な減となりました。

１２款、地方交付税は５０億６，６８７万４，０００円で、そのうち普通交付税は４４億

９，４６７万２，０００円で、前年度に比べ３．４％減。特別交付税は５億７，２２０万２，

０００円で、前年度に比べ３．１％増となり、全体で２．７％、１億４，２４９万３，００

０円の減となりました。

１３款、交通安全対策特別交付金は２２０万円で、前年度に比べ１７．０％の増。

２２ページ、１４款、分担金及び負担金は１，０１３万８，５８３円で、前年度に比べ３

４．５％の減。

２４ページ中段の１５款、使用料及び手数料は３億８１１万１，０６１円で、前年度に比

べ６．７％の減。そのうち２７ページの１項、使用料、２目、民生使用料、２節、保育所利

用料においては、令和元年１０月からの制度改正により１，３６２万３，９８０円の大幅な

減となり、２８ページの４目、商工使用料におきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響により９２９万３０８円の減となりました。

３２ページ下段、１６款、国庫支出金は２４億４，２０６万４，６９４円で、新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策としての特別定額給付金給付事業費補助金などにより、前年度

に比べ大幅な増となりました。

４６ページ下段からの１７款、府支出金は８億９，３８３万１，８８２円で、前年度に比

べ６．２％の増となりました。

２項、府補助金では、５０ページの１目、総務費府補助金が１１．５％の増。２目、民生

費府補助金が６６．２％の増。その中で、５７ページ上段の２節、老人福祉費補助金の地域

密着型サービス等整備助成事業補助金として４，７０７万２，０００円の補助金を受けまし

た。６０ページからの４目、農林水産業費府補助金は５５．９％の増。その中で、６３ペー

ジ下段の畜産酪農農家の経営強化を図るための畜産競争力強化整備事業補助金として１億４，

６３３万４，０００円の補助金を受けております。

７４ページの１８款、財産収入は１億４，１７８万７，３５０円で、前年度に比べ７．

３％の減。主なものとして、１項、１目、財産貸付収入、１節、土地建物貸付収入の土地貸

付料は、曽根深シノのホテル用地等貸付により３４７万７，６４０円の増。７６ページ下段

の２項、１目、不動産売払収入、２節、立木売払収入は２，４５８万９，８１６円の減。７
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８ページの３目、株式等譲渡収入は、ケーブルテレビ事業の民営化に伴い、株式会社丹波情

報センターの株式を株式会社ＺＴＶに譲渡したことにより、１，０００万円の増となりまし

た。

１９款、寄附金は１億６６８万４，９５２円で、前年度に比べ４８．８％と大幅な増加と

なりました。ふるさと応援寄附金件数は５，０５０件の増加となりました。

２０款、繰入金は３億３，８９２万３，２１５円で、前年度に比べ２２．８％の減。８０

ページ、２項、１目、財政調整基金繰入金として１億円。２目、振興基金繰入金として２億

円を全般的な町づくり経費の一般財源の不足分並びに必要な施策への充当財源として取り崩

し繰り入れています。

８２ページ、２１款、繰越金は、令和元年度繰越事業財源分の３，１６３万６，０００円

を含め、２億３，１００万４，５８０円で、前年度に比べ２３．３％の減となりました。

２２款、諸収入は１億３，８９０万８，０９５円で、前年度に比べ１０．５％の減。

飛びまして、歳入の最後９８ページ、２３款、町債です。総額２４億６０万円、前年度に

比べ１１億２，５９０万円、８８．３％の大幅な増となりました。令和２年度は新庁舎整備

事業債や認定こども園整備事業債の借入れなどを行ったため、大幅な増加となりました。

以上、一般会計歳入の説明といたします。

続きまして、歳出です。

主なものについて、支出済額を中心に説明いたします。以降同様に予算額、不用額等は割

愛させていただきます。

また、各会計における人件費の状況につきましては、別冊の事業報告書に掲載しておりま

すので、費目ごとの説明は省略させていただきます。

まず、１０４ページ、１款、議会費は９，３２６万３，３３９円で、前年度に比べ３４２

万６０５円、３．５％の減となりました。

１０６ページ、２款、総務費は４０億９，７６７万６，９２１円で、前年度に比べ２４億

７，０３９万１，０４２円の増。新庁舎整備に関連します工事請負費や原材料費、また特別

定額給付金等が前年度に比べ増加しました。令和３年度への繰越額は５億３，０４３万４，

０００円となっています。総務費の主なものは、１項、総務管理費、１目、一般管理費では、

１１３ページ、２４節、積立金で、令和２年度に寄附を受けたふるさと応援寄附金６，１６

７件、１億６４４万６，０００円に利子分を加えた１億６４４万７，０００円をふるさと応

援寄附金基金に積み立てました。

１１４ページからの５目、財産管理費では、新庁舎整備事業として、１１５ページ、１２
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節、委託料では、測量設計監理業務等委託料で新庁舎建設工事監理業務や木材保管業務とし

て２，９９７万１，２００円を支出。１１７ページ中段の１４節、工事請負費では、新庁舎

整備工事として１０億２，２２６万６，２６０円を支出。１５節、原材料費では、工事用原

材料費として９，３１４万円を支出し、令和３年８月末の完成に向けて事業を進めてまいり

ました。令和２年度末の工事進捗率は６２．３％でした。

２４節、積立金では、財政調整基金積立金１億５３万円や減債基金積立金１億２万３，０

００円など各種基金に合計２億１４１万２，０００円を積み立てました。

１１８ページからの７目、支所費では、１４節、工事請負費において、１２３ページ上段

の和知支所施設改修工事として耐震補強及び衛生設備改修工事を行い、４，５６２万４，９

２０円を支出しました。

９目、諸費では、１２節、委託料で、道の駅「さらびき」屋根改修設計やクリーンランド

みずほ管理運営委託料など２，４５５万６，９００円を支出。１４節、工事請負費で、グリ

ーンランドみずほコテージ改修工事など２１８万９，０００円を支出。

１２５ページの１８節、負担金補助及び交付金で、街灯（防犯灯）のＬＥＤ化などに街灯

設置補助金１９９万９，０００円を交付、２９区、１８２か所の整備が図られました。

また、グリーンランドみずほガーデンロッジ空調設備設置において、商工観光補助金とし

て２８６万円を交付しました。

１０目、交通対策費では、１２節、委託料で、支え合う地域づくりの推進を図ることを目

的としたコミュニティ・カーシェアリング導入のため、設立委託料などに８８万８，５７７

円を支出。

１２７ページの２７節、繰出金では、町営バス運行事業特別会計へ１億５００万円を繰り

出しました。

１１目、地域振興事業費では、１８節、負担金補助及び交付金で、空き家の有効活用によ

り地域の活性化を図るため、明日のむら人移住促進事業補助金として１４件、１，１９０万

円を、集落公民館を新しい生活様式へ対応させるための集会場等新型コロナウイルス対策支

援事業補助金として３，６４９万７，０００円を交付しました。

１３０ページからの１４目、特別定額給付金給付事業費では、１８節、負担金補助及び交

付金で、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として１人当たり１０万円、１万３，７９

０人に対し、１３億７，９００万円を給付しました。

１３２ページ、２項、徴税費、１目、税務総務費では、１３５ページ、２２節、償還金利

子及び割引料で、過誤納金返還金９２９万５，７４４円を支出。前年度に比べ５３３万７，
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５７２円の大きな増加となりました。

２目、賦課徴収費では、１２節、委託料で、１３７ページ、令和３年度固定資産税の評価

替えに向けた３か年にわたる固定資産宅地評価見直業務委託料として６６７万５，４８０円

を支出。１８節、負担金補助及び交付金で、京都地方税機構負担金として１，１２６万６，

３４２円を負担しました。

次に、１４０ページ、３款、民生費は、２８億６，７７９万９，１９０円で、前年度に比

べ５億６，４８５万２，７５０円、２４．５％の大幅な増となりました。令和３年度への繰

越額は４５６万８，０００円となっています。

１項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費では、１４５ページ、１８節、負担金補助及び

交付金で、民生児童委員活動補助金１，０４９万４，１２７円、社会福祉協議会専任職員等

補助金３，８１１万９００円など各種補助金を交付しました。また、町内事業所の福祉人材

確保対策事業として、介護福祉士資格取得講習等受講料等助成金は５件で２２万４，０００

円、社会福祉法人等介護人材確保支援事業助成金は６件で１３４万円をそれぞれ助成し、２

０節、貸付金では、介護福祉士育成修学資金貸付事業として３件、２０９万９，０００円を

貸し付けました。２７節、繰出金では、国民健康保険事業特別会計へ１億３，２０４万６，

７３１円を繰り出しました。

１４６ページ、３目、障害者福祉費では、１２節、委託料で、重症心身障害者通院通所支

援事業委託料６４５万５，５７６円。共同作業所運営委託料２，３３７万３，０００円。聴

覚言語障害センター事業委託料４４５万６，６００円。日中一時支援事業委託料９９０万２，

６１２円をはじめ、障害者の地域生活をサポートする各種事業の委託料など、合計で５，７

９０万６，８３９円を支出。１５１ページ、１９節、扶助費では、重度心身障害老人健康管

理事業給付費２，３４３万５，９４８円。心身障害者医療給付費５，５８３万９，０１７円。

障害者自立支援給付費３億９，８６７万５，４９５円など、合計で前年より１，６１４万８，

２９７円増の５億８３７万４，６０４円となりました。

４目、老人福祉費では、１２節、委託料で、延べ２，７１９人の利用があった在宅高齢者

の生活を支援する外出支援サービス事業委託料９３６万７，１１０円や、延べ１，５３７人

の利用があった食の自立支援サービス事業委託料１，５２１万５，２００円など、合計２，

４９９万１，９７５円を支出。

１８節、負担金補助及び交付金では、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢共通経費

負担金６１４万１，２９０円、後期高齢医療給付費負担金２億１，３７２万２，４０６円、

介護施設等整備補助金では、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援
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事業分など３件で４，７０７万２，０００円、合計２億７，６８３万３，６９６円を支出。

１５５ページ、２７節、繰出金では、合計４億７，２５１万５，２１３円を支出、そのう

ち介護保険事業特別会計の事業勘定と老人保健施設サービス勘定へ３億９，４７９万９，３

８７円。後期高齢者医療特別会計へ事務費分、保険基盤安定分、保健事業分合わせて７，７

７１万５，８２６円を繰り出しました。

２項、児童福祉費は、総額１０億７，４４５万９，５０９円を支出しました。主なものは、

１目、児童福祉総務費、１５７ページの７節、報償費では、４５人の出産に対するすこやか

祝金５３０万円。１２節、委託料では、（仮称）たんばこども園新園舎新築工事ほか監理業

務の令和２年度分など１，３４５万８，５００円。１５９ページ、１４節、工事請負費では、

こども園施設整備工事に３億８，４１１万５，０００円。１５節、原材料費では、こども園

整備工事において必要となる京丹波町内産木材の購入に９，６３６万円を支出し事業を進め

ました。

１８節、負担金補助及び交付金では、国制度による子育て世帯への臨時特別給付金を対象

者１，２３９人に１，２３９万円。京丹波町独自の子育て世帯特別給付金を対象者１，１９

３人に１，１９３万円給付しました。

１９節、扶助費では、３つの制度により出生から１８歳までの医療費を助成するすこやか

子育て医療給付費１，２５５万３，５５８円、京都子育て医療給付費５２２万１７２円、高

校生等医療給付費２４５万９，７３４円のほか、前後しますが、児童手当費１億３，９１２

万円、障害児通所給付費等扶助費１，２３３万４３６円など、合計１億７，２５９万９，１

７６円を給付しました。

１６０ページ、２目、母子父子福祉費では、１８節、負担金補助及び交付金で、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けている低所得の独り親世帯に対する町独自の京丹波町ひとり

親世帯特別給付金として３９０万円を支出しました。

３目、保育所費では、保育所運営に要する経費として総額３億３，６００万５，４６１円

を支出しました。令和３年３月１日現在の入所児童数は２５９人でした。

次に、１６６ページの４款、衛生費は１５億４７１万３，７１７円で、前年度に比べ２０

０万８，０３７円、０．１％の減となりました。令和３年度への繰越額は１，６９６万５，

０００円となっています。

１項、保健衛生費では、特定健診をはじめとする各種検診、健康相談事業、各種予防接種

事業や医療施設の運営に係る経費などに総額６億１，５３０万５，６２１円を支出。各種検

診は、１６８ページ、２目、保健事業費で、１６９ページの１２節、委託料で、検査検診委
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託料２，８１９万１，２２３円。特定健診委託料で７８３万３６３円。１７０ページ、３目、

予防費の１７１ページ、１２節、委託料で、予防接種業務委託料３，８４１万５，３１０円

などを支出しました。

１７２ページ、４目、環境衛生費では、１７３ページ、１８節、負担金補助及び交付金で、

個人設置浄化槽１１基に対し合併浄化槽設置補助金３８９万８，０００円や、１７５ページ

の２７節、繰出金で、浄化槽市町村整備推進事業分として５，４９１万５，０００円を下水

道事業特別会計へ繰り出しております。

５目、診療所費では、１８節、負担金補助及び交付金で、医療施設の運営に係る経費とし

て、南丹病院負担金１，５３３万５，０００円。京丹波町病院と各診療所の運営に係る病院

事業会計運営補助金２億８，０７６万１，０００円。企業債利子償還金の補助金として６９

９万２，５３１円などを支出。

２０節、貸付金では、医師確保奨学金貸与事業として、対象者１名に１８０万円を貸与し

ております。

また、２３節、投資及び出資金では、企業債元金償還金の財源として、３，５１４万６，

０００円を出資しました。

１７６ページ、２項、清掃費では、塵芥処理費やし尿処理費として３億１，１２２万４，

０９６円を支出。

また、衛生費から支出の船井郡衛生管理組合に対する分担金につきましては、１６９ペー

ジに戻りますが、１８節、負担金補助及び交付金の火葬場維持管理分８６７万１，０００円、

１７７ページの１８節、塵芥処理分１億６，９８２万８，０００円、１７９ページの１８節、

し尿処理分１億１，２８３万円で、総額２億９，１３２万９，０００円でした。

３項、上水道費では、水道事業会計へ運営経費に要する補助金や建設改良に要する出資金

など、５億７，８１８万４，０００円を支出しました。

６款、農林水産業費は１４億６，０１５万９，５２３円で、前年度に比べ２億２，０８７

万５，９８１円、１７．８％の大幅な増となりました。令和３年度への繰越額は２億４，５

４０万２，０００円となっています。

１項、農業費は１２億４，０８６万１，４４０円の支出で、主なものとして１８２ページ

からの３目、農業振興費の有害鳥獣対策事業では、１８３ページ下段からの７節、報償費で、

シカ２，１８８頭、イノシシ４２０頭、サル４１頭などの捕獲に対する有害鳥獣捕獲報償金

５，１６９万６，０００円。１８５ページ、クマ対策特別報償４７万４，４００円。狩猟期

のシカ捕獲に対するシカ捕獲強化事業奨励金１１４万５，０００円。１２節、委託料で、京
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丹波町猟友会への有害鳥獣捕獲委託料２００万円。鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業委託料

３６４万２，０００円。有害鳥獣対策委託料１９９万８，７００円。有害鳥獣捕獲員の負担

軽減を図るための有害鳥獣捕獲個体処理委託料８５１万２，８１２円。１８７ページ、１５

節、原材料費で、被害防止施設資材費等３４５万８，４００円。１８節、負担金補助及び交

付金の３行目、電気柵設置など２５団体、４個人に対し、被害防止施設設置事業補助金９３

６万７，０００円など、有害鳥獣対策事業全体で約８，７４９万３，０００円を支出。前年

度に比べ約１，４０３万１，０００円増加しております。

このほか１７節、備品購入費では、農業技術者会議活動強化事業によるスマート農業の取

組として、ラジコン草刈機２台を購入し、５３６万２，５００円を支出。

１８節、負担金補助及び交付金で、地域農業の中心的役割を担う京丹波農業公社と和知ふ

るさと振興センターに対し、運営補助金として合わせて３，０９１万円。農業機械導入補助

金として１９組織に対し１，３７５万３，０００円。第５期初年度となります農業生産条件

の不利を補正し、農用地の維持管理を支援する中山間地域等直接支払交付金は、約９０９．

５ヘクタールを対象に１億９０２万３，８５６円を支出。１８９ページの農業・農村の多面

的機能の維持発揮を図るため、地域の共同活動を支援する多面的機能支払交付金８，５３９

万１，４６６円。農業次世代人材投資事業補助金として、認定新規の就農者１１名に対し１，

３５０万円。今後の農業を担う経営体の育成確保を図るための機械導入に対し、経営体確

保・育成事業補助金として、認定農業者や認定新規就農者１４人に対し１，２６８万２，０

００円をそれぞれ交付しました。

４目、畜産業費では、１９１ページ、１４節、工事請負費で、鳥インフルエンザ発生農場

跡地活用事業として、京丹波町映画等ロケ地倉庫配水管布設工事等を実施し１，６８４万１，

０００円。１８節、負担金補助及び交付金で、畜産酪農農家の経営強化による所得向上のた

め、畜産競争力強化整備事業補助金として、京丹波町畜産クラスター協議会に対し１億４，

６３３万４，０００円を支出しました。

５目、農地費では、１９３ページ、１２節、委託料の測量設計監理業務等委託料で４８か

所のため池点検業務やため池安心・安全マップ作成業務等に１，４１２万４，０００円を支

出し、１８節、負担金補助及び交付金では、農林漁業事業補助金として、農道や農業用水路

改修など２１か所に１，１１７万円を交付しました。

２７節、繰出金では、下水道事業特別会計へ農業集落排水事業分として２億１，０５２万

８，０００円を繰り出しております。

１９４ページの７目、農村情報施設管理費では、１９７ページ、１２節、委託料で、ケー
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ブルテレビ設備保守点検管理等委託料など経常的な委託業務に加え、加入者管理システムや

ＩＰ告知放送システム告知サーバー等の更新作業を委託し、合計２億１，２８３万２，０６

４円を支出しました。

次に、１９８ページ下段からの２項、林業費です。支出総額は２億１，７８９万６，０８

３円、主なものとして、２００ページ下段、２目、林業振興費では、２０３ページの１２節、

委託料で、林道橋６２橋を対象とした長寿命化個別施設計画策定業務などに３７２万２００

円。公有林整備事業では、安栖里鐘打山や西河内田ノ向の再造林を５．８９ヘクタール、質

志観音の間伐６．５６ヘクタールや作業道の開設１，６３５メートルなどを実施し、委託料

として７，１６４万８，７２９円。１４節、工事請負費では、林道月ヒラ町道線の開設工事

を進め４，９９９万３，５００円を支出しました。

２０８ページ、７款、商工費は３億８，９１２万４，５８１円で、前年度に比べ２億１１

７万９，９０８円、１０７．０％の大幅な増となりました。令和３年度への繰越額は１億５，

５６６万７，０００円となっています。

１項、商工費、２目、商工振興費では、２１１ページ、７節、報償費では、新型コロナウ

イルス感染拡大により休業要請を依頼した４１事業者に京丹波町休業要請対象事業者支援給

付金として５５０万円。下段からの１８節、負担金補助及び交付金では、小規模事業者支援

のための商工会小規模事業経営支援事業補助金１，９０６万７，０００円。２１３ページ、

誘致企業を支援する起業立地奨励金を３事業所に３９１万３，２００円。町内事業所企業の

活性化を図り、新たな雇用創出を目指すための起業・新事業創出補助金は１０件で４８０万

５，０００円を交付しました。

また、新型コロナウイルス対策関連の事業者向けの支援として、小規模事業者等支援給付

金を２６事業者に対し７８０万円。新型コロナウイルス対策新事業展開支援補助金として６

３事業者に１，８４１万５，０００円。スーパープレミアム商品券事業補助金として、京丹

波町商工会に９，４８３万９，６１５円。感染拡大予防支援補助金として１２２事業者に４，

１４９万４，０００円をそれぞれ交付しました。

３目、観光費では、新型コロナウイルス対策観光振興事業として、２１３ページ、７節、

報償費で、京丹波町休業要請対象事業者支援給付金をグリーンランドみずほ株式会社に１，

０００万円。２１７ページ、１８節、負担金補助及び交付金では、町内４つの道の駅などに

新型コロナウイルス対策観光持続化補助金を、また、京丹波にぎＷＡＩキャンペーンとして、

観光飲食応援クーポン券発行助成事業補助金などに商工観光補助金として４，４３６万１，

７６４円を支出。その他、２１５ページに戻りますが、１２節、委託料で、特産館「和」指
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定管理料２，０００万円、わち山野草の森管理運営委託料２，０００万円などを支出したほ

か、京丹波町ロケ地誘致事業などの企画運営委託料として１，６４１万５，０００円を支出

しました。

２１６ページ、８款、土木費は、８億４，３６８万７，６０７円で、前年度に比べ５，８

３０万９，４０５円、７．４％の増となりました。令和３年度への繰越額は１億４，２７５

万５，０００円となっています。

２２０ページからの２項、道路橋りょう費、２目、道路維持費では、２２３ページ、１２

節、委託料では、幹線町道において冬期道路除雪を１１業者に委託し７０６万８，７１０円。

１４節、工事請負費では、４９路線において道路修繕工事を実施し３，２１４万８，１６０

円を支出し、１８節、負担金補助及び交付金の認定外道路整備事業補助金では、９件で３３

８万２，０００円を交付しました。

３目、道路新設改良費では、１２節、委託料で、測量設計監理業務等委託料として、町道

安井南谷線橋梁詳細設計業務や橋梁点検業務などに８，２８１万１，６００円を支出。

２２５ページ、１４節、工事請負費では、２億４，８３８万２，９００円を支出。社会資

本整備総合交付金や電源立地地域対策交付金を活用した道路整備と町単独事業を合わせて３

２件、延長１，７３８メートルの改良工事を実施しました。１８節、負担金補助及び交付金

では、１級河川高屋川改修事業に伴う藤ケ瀬橋改築工事に係る令和元年度並びに令和２年度

協定負担金として、京都府に対し５，９４８万７，６８０円を支出。２１節、補償補塡及び

賠償金では、町道蒲生野中央線などの物件等補償費として１，４１９万９，７００円を支出

しました。

３項、河川費、１目、河川総務費では、７節、報償費で、各地区でお世話になった河川除

草作業の謝礼８３３万３，０３５円を、１４節、工事請負費で、３河川の護岸修繕工事など

に１，０５５万５，６００円を支出しました。

２２６ページ、５項、下水道費では、下水道事業特別会計へ特定環境保全公共下水道事業

分として２億４，２６５万１，０００円を繰り出しました。

６項、住宅費では、２２９ページ、１８節、負担金補助及び交付金で、住宅改修補助金と

して１１８件、７８１万８，０００円を支出。

なお、補助対象工事費は１億２，０５１万９，２３０円でした。

次に、９款、消防費は、４億１，７５２万５，４７３円で、前年度に比べ４，５３５万８，

３３４円、１２．２％の増となりました。

１項、消防費、１目、常備消防費では、１８節、負担金補助及び交付金において、京都中
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部広域消防組合負担金２億８，２７１万６，０００円を支出。２３０ページ、２目、非常備

消防費では、１節、報酬で、消防団員報酬１，６６４万９，０００円。７節、報償費で、３

３名の退団者に対して消防団員退職報償金１，７５４万６，０００円を支出しました。

なお、令和３年３月３１日現在の消防団員は７８５名でした。

２３２ページ下段の５目、災害対策費では、２３５ページ、１２節、委託料において、新

たな防災情報等を配信するシステムアプリケーションソフトの構築のため、防災情報伝達ア

プリ開発導入業務委託料として９５６万４，８３０円。１７節、備品購入費では、新型コロ

ナウイルス感染症対策として、避難所等感染対策備品等を購入・配布し、３，４６３万６，

３２７円を支出しております。

次に、２３４ページ、１０款、教育費は、８億９，２１８万９６１円で、前年度に比べ３，

６５２万４，８６１円、４．３％の増となりました。令和３年度への繰越額は８，５８９万

９，０００円となっています。

１項、教育総務費では、教育委員会費、事務局経費、学童保育事業、育英資金給付事業特

別会計への繰出しや情報化推進費に総額で３億１１６万９９１円を支出しました。

２４０ページ、４目、情報化推進費では、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた環境整備

のため、１２節、委託料として、学習系システム設定委託料１，０２３万８，１０５円。１

７節、備品購入費で、児童生徒及び教職員１人１台のタブレット端末８５８台を購入するな

ど、４，８９１万３，４７７円を支出しました。

２項、小学校費では、総額１億４，４９０万８，９４８円を支出しました。

２４４ページ、２目、教育振興費では、学習支援員等の会計年度任用職員報酬１，６８１

万２８７円を支出。

２４７ページ、１７節、備品購入費では、教科書の全面改訂に伴い、教師用指導書等を購

入し、１，２７６万４，２６１円。

１９節、扶助費で、要保護・準要保護就学援助費や特別支援教育就学奨励費として、合計

７６０万１，２２７円を支出しました。

３項、中学校費では、１億４７６万６，４０１円を支出しました。

２４９ページ最下段の１目、学校管理費、１４節、工事請負費では、蒲生野中学校通級教

室整備工事などを行い、５４１万４，１１２円を支出しました。

２５０ページからの２目、教育振興費では、１節、報酬において、外国語指導助手や学習

支援員等に会計年度任用職員報酬として１，７３４万３，８２７円を支出。生徒の学力向上

に向け取り組みました。
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２５３ページ、１９節、扶助費では、要保護・準要保護就学援助費や特別支援教育就学奨

励費として、合計６４８万６，６２２円を支出しました。

４項、幼稚園費では、幼稚園運営に要する経費として、総額５，５２０万１，９７４円を

支出しました。

２５８ページからの５項、社会教育費では、１億８７６万７，５２８円を支出しました。

１目、社会教育総務費では、２６１ページ、負担金補助及び交付金で、社会教育の充実・

推進を図るため、女性の会や人権啓発推進協議会など６団体に対し、合計１６５万８，００

０円を交付しました。新型コロナウイルス感染症の影響で各団体とも活動機会が制限された

ため、交付額は減少しております。

２目、公民館費では、公民館活動や施設の維持管理経費などに総額９，４９２万６，７２

４円を支出しました。

２６３ページ、１２節、委託料では、蔵書のデータ化やウェブ公開サービスなどの図書シ

ステム導入委託料として１，２９８万円。１４節、工事請負費では、和知ふれあいセンター

の空調設備改修や質美振興センターの内装改修などに４，４４２万４，６００円を支出しま

した。

２６４ページ、６項、保健体育費では、３，１５２万６，０３３円を支出しました。１目、

保健体育総務費で、１２節、委託料において、来年実施予定のワールドマスターズゲームズ

関西において、本町でのゲートボール競技に向け３４９万２，５００円を支出し、運営計画

の策定を進めました。２６７ページ、１８節、負担金補助及び交付金では、競技スポーツや

生涯スポーツの普及・振興のため、スポーツ協会に対し３００万円を交付しております。

２６８ページからの７項、学校給食費では、人件費、賄材料費を主なものとして、全体で

１億４，５８４万９，０８６円を支出しました。

２７２ページ、１２款、公債費は、１３億７，９２６万６，５３９円で、前年度に比べ６

億７４９万１，７４８円、３０．６％の大幅な減となっております。

以上で、一般会計の説明を終わります。

次に、認定第２号 令和２年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について

です。

２７４ページをお願いいたします。

歳入総額１７億８，７３６万５，９６７円で、前年度に比べ２．２％の減。歳出総額１７

億７，１４４万５，０５３円で、前年度に比べ２．９％の減。歳入歳出差引額、実質収支額

ともに１，５９２万９１４円となっております。
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２８１ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入についてです。

１款、国民健康保険税は２億９，１０４万４，３７８円で、前年度に比べ４．０％の減と

なりました。徴収率は、現年度分で９６．８％、過年度分で２６．３％となりました。

なお、地方税法に基づき、３１人分、４２１万５，９１６円を不納欠損として処理してお

ります。

２８３ページ下段の３款、府支出金は１３億５，６７５万円で、前年度より５２万９，０

００円の減。

２８５ページ、５款、繰入金は、一般会計からの繰入金１億３，２０４万６，７３１円で、

前年度に比べ４．９％の減となりました。

次に、歳出です。

２９５ページ下段からの２款、保険給付費は１２億９，８５７万３，０５４円で、前年度

に比べ０．８％の減となりました。療養給付費における一般被保険者数の年間平均は３，５

６３人、１人当たりの医療費は４２万１，２６８円で、前年度に比べ１，３４２円の増とな

りました。

２９９ページ下段からの３款、国民健康保険事業費納付金は４億１，３６７万１，１０６

円で、前年度に比べ８．１％の減。そのうち１項、医療給付費分は２億８，１５８万４，９

３３円。２項、後期高齢者支援金等分は９，７２４万６，０３９円。３項、介護納付金分は

３，４８４万１３４円でした。

下段からの５款、保健事業費は２，３０８万４，６７３円で、前年度に比べ２５．４％の

減となりました。

３０４ページ、１８節、負担金補助及び交付金の人間ドック助成金１４４件で４３９万５

４１円や疾病予防や特定健診などに係る一般会計繰出金合計で１，１７７万６６５円などが

主なものでございます。

３０５ページ下段の８款、諸支出金は１，８６４万９，７６７円で、前年度に比べ７．

０％の増となりました。

３０７ページ、３項、繰出金では、京丹波町病院事業会計へ１，７７４万７，０００円を

繰り出しました。

以上、国民健康保険事業特別会計の説明といたします。

次に、認定第３号 令和２年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてで

す。
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３０９ページをお願いいたします。

歳入総額２億５，６７２万１，４８１円で、前年度に比べ１０．８％の増。歳出総額２億

５，３４４万６，４９０円で、前年度に比べ１０．６％の増。歳入歳出差引額、実質収支額

ともに３２７万４，９９１円となりました。

３１４ページ、事項別明細書をお願いいたします。

歳入です。

１款、保険料は、特別徴収、普通徴収合わせて１億７，４２６万３，９２０円、前年度に

比べ１１．０％の増となりました。過誤納付の保険料を除いた現年度分の徴収率は９９．

８％でした。

３款、繰入金は、一般会計繰入金７，７７１万５，８２６円で、内訳は、事務費繰入金２

１７万２，０８３円、保険基盤安定繰入金７，５１９万３，５２６円、保健事業費繰入金で

人間ドック分として３５万２１７円を繰り入れました。

次に、３２０ページからの歳出です。

２款、後期高齢者医療広域連合納付金では、令和２年度分の保険料等負担金として１億７，

３４１万９６５円、保険基盤安定負担金として７，５１９万３，５２６円を支出しました。

３２２ページ、３款、保健事業費では、人間ドック助成５５件で１８９万５，３７６円を

支出しました。

以上、後期高齢者医療特別会計の説明といたします。

次に、認定第４号 令和２年度京丹波町介護保険事業特別会計事業勘定の歳入歳出決算で

す。

３２４ページをお願いいたします。

歳入総額２２億４５０万９，５９２円で、前年度に比べ２．３％の増。歳出総額２１億７，

５５７万８，６１５円で、前年度に比べ１．９％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに

２，８９３万９７７円となりました。

介護保険の状況は、令和２年度末で第１号被保険者５，８８０人、総人口に占める割合は

４３．６％でした。

また、要介護認定者数は、第１号・第２号被保険者合わせて１，０７２人、居宅介護サー

ビス受給者は５６９人で、認定者の５３．１％、地域密着型サービス受給者は１５８人で、

認定者の１４．７％、施設介護サービス受給者は２８３人で、認定者の２６．４％となって

おります。

３３１ページ、事項別明細書をお願いします。
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歳入です。

１款、保険料は３億８，４０８万４，１００円の収入、前年度に比べ３．７％の減となり

ました。過誤納付保険料を除いた現年度分の実質徴収率は９９．７％でした。

なお、介護保険法に基づき５１人分、２１８万１，９００円を不納欠損として処理してお

ります。

３款、国庫支出金は５億７，８１０万２，６５２円。３３３ページ下段からの４款、支払

基金交付金は５億８，１５８万７，４９９円。３３５ページ、５款、府支出金は３億２，１

６５万８，９６１円とそれぞれ交付がありました。

７款、繰入金は３億１，８３９万９，３８７円で、一般会計から介護給付費や地域支援事

業の負担分、低所得者に対する保険料軽減措置分などを繰り入れました。

次に、歳出です。

３４３ページ下段の２款、保険給付費は２０億８，４５３万９，０６５円。１項、介護サ

ービス等諸費では、１目、居宅介護サービス給付費が前年度に比べ約３７１万円増の６億２，

４７９万８，０９７円。２目、地域密着型介護サービス給付費は、前年度に比べ約１，８１

６万円増の２億８，６８０万８，３１８円。３目、施設介護サービス給付費は、前年度に比

べ約５，２３８万円増の８億９，５５６万４，０２４円など前年度を上回る支出となりまし

た。

３４７ページ、４項、高額介護サービス等費は、前年度に比べ約１５４万円増の４，２２

７万６，１００円。５項、特定入所者介護サービス等費は、前年度に比べ約４４２万円増の

１億１，３２４万５，１７０円の支出となりました。

３４９ページからの３款、地域支援事業費では、１項、一般介護予防事業費において、１

２節、委託料で、地域住民グループ支援事業委託料１２２万２，６７８円。２項、介護予

防・生活支援サービス事業費の３５２ページ、１２節、委託料で、ミニデイサービス事業委

託料６１３万７，４６７円。現行相当サービス委託料１，３６９万１，８２９円。４項、包

括的支援事業・任意事業費の３５４ページ、１２節、委託料で、生活支援コーディネーター

設置事業委託料１，８００万３，１６４円など、地域支援事業に総額６，０４３万６，７４

５円を支出し、介護予防に努めました。

４款、基金積立金では、介護保険給付費準備基金に９３２万９，０００円を積み立てまし

た。

以上、介護保険事業特別会計事業勘定の説明といたします。

次に、令和２年度介護保険事業特別会計サービス事業勘定歳入歳出決算です。
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３５７ページをお願いします。

歳入総額６６０万１，３３２円で、前年度に比べ９．１％の減。歳出総額３５５万６４円

で、前年度に比べ１５．１％の減。歳入歳出差引額、実質収支額ともに３０５万１，２６８

円となりました。

３６２ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入です。

１款、サービス収入では、居宅支援サービス計画費収入として、委託、直営合わせて７９

７件、３５２万５，０７０円でした。

３６４ページの歳出は、２款、事業費で、介護予防サービス計画作成委託料として、町内

７，町外２の事業者に１９５万６，９５０円を支出しました。

以上、介護保険事業特別会計サービス事業勘定の説明といたします。

次に、令和２年度介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定歳入歳出決算です。

３６６ページをお願いいたします。

歳入総額１億４，５２５万７，７７６円で、前年度に比べ０．４％の増。歳出総額１億４，

３１４万５，４１５円で、前年度に比べ０．３％の減。歳入歳出差引額、実質収支額ともに

２１１万２，３６１円となりました。利用状況は、入所の利用者数が延べ４，９６３人で、

前年度に比べ７３２人の増。１日当たりの事業収入は１２万１，４２３円。前年度に比べ３，

０９３円の増となりました。

３７１ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入です。

１款、サービス収入は、１項、介護給付費収入、１目、居宅介護サービス費収入６６７万

７，２４８円。２目、施設介護サービス費収入４，４３１万９，５７０円。３項、自己負担

金収入１，４４８万８，６０７円などを合わせ、６，５８２万３，９４２円の収入となりま

した。

下段からの３款、繰入金は、前年度に比べ８１０万円増の７，６４０万円を一般会計から

繰り入れました。

次に、３７７ページからの歳出です。

１款、総務費では、医師、看護師、介護支援専門員等の人件費及び施設運営経費として１

億２，２８９万６，２７８円を支出しました。

３７９ページ、２款、介護サービス事業費では、医薬材料費、給食業務委託料、機器物品

等借上料など１，９２８万４，７２６円を支出しました。
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以上、介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定の説明といたします。

○議長（梅原好範君） 説明の途中でありますが、これより暫時休憩に入ります。再開は１３

時１５分とします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時１５分

○議長（梅原好範君） それでは、定刻になりましたので、これより会議を再開いたします。

十倉会計管理者。

○会計管理者（十倉隆英君） それでは、引き続きまして、決算についての説明をさせていた

だきます。

次に、認定第５号 令和２年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算です。

決算書の３８３ページをお願いいたします。

歳入総額９億４，９３９万６，１６６円で、前年度に比べ４．５％の増。歳出総額９億４，

８９１万８，３７７円で、前年度に比べ４．５％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに

４７万７，７８９円となりました。京丹波町の下水道の状況は、下水道接続率９３．７％、

浄化槽整備率７６．２％となっています。

３８８ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入についてです。

１款、分担金及び負担金では、新規加入分担金として、農業集落排水事業１件、特定環境

保全公共下水道事業５件、合計４５１万円を収入しました。

２款、使用料及び手数料、１項、使用料は、５つの事業を合わせて２億６，２１９万６，

７８３円、前年度に比べ７１０万１，４７９円、２．８％の増となりました。現年度分の徴

収率は前年同様９８．２％でした。

なお、地方自治法に基づき２件分、２万３，４６２円を不納欠損として処理しました。

３９０ページ下段からの３款、府支出金では、農業集落排水施設の機能強化に要する府補

助金として２１８万４，０００円の交付がありました。

３９２ページ、５款、繰入金では、一般会計からそれぞれの事業に総額５億８０９万４，

０００円を繰り入れました。

７款、諸収入では、府道拡幅改良に伴う支障物件移設補償費として１，００２万３，００

０円を収入しました。

３９４ページ、８款、町債は１億６，１９０万円でした。

次に、３９６ページからの歳出です。
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１款、総務費、１２節、委託料では、令和６年度の地方公営企業法の適用化に向け、公共

下水道事業の資産調査や評価業務を進め１，２８２万６，０００円を支出。２款、下水道費

は３億５，８８９万２，２２６円を支出。主なものとして、１項、農業集落排水費、１目、

施設整備費の３９９ページ、１２節、委託料で、府道桧山須知線拡幅改良に伴う管路移設設

計業務に３８３万７，９００円。１４節、工事請負費で、下蒲生処理場の機能強化工事に３

２４万５，０００円を支出しました。

２目、施設管理費では、処理場１８か所などの維持管理経費として、総額１億１，０４６

万２，３８１円を支出しました。

４００ページからの２項、公共下水道費、１目、施設整備費の１２節、委託料で、府道京

丹波三和線拡幅改良に伴う管路移設設計業務に５８３万円を支出。２目、施設管理費では、

処理場４か所などの維持管理経費として、総額１億２，０４９万９，３６４円を支出しまし

た。

４０２ページからの３項、浄化槽市町村整備推進施設費では、町管理浄化槽１，３７９基

の維持管理経費として、総額１億１，３９３万９，６７８円を支出しました。

４０４ページ、３款、公債費では、元金利子合わせて５億５，０２１万６，２１８円を償

還しました。

以上、下水道事業特別会計の説明といたします。

次に、認定第６号 令和２年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算です。

４０８ページをお願いします。

歳入総額、歳出総額いずれも３万５，１８３円で、歳入歳出差引額、実質収支額ともにゼ

ロ円となりました。

４１３ページ、事項別明細書の歳入では、１款、財産収入で、土地開発基金利子３万５，

１８３円を収入し、４１６ページ、歳出で、土地開発基金に３万５，１８３円を繰り出しま

した。

以上、土地取得特別会計の説明といたします。

次に、認定第７号 令和２年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算です。

４１７ページをお願いします。

歳入総額３７７万４，６９４円で、前年度に比べ３２．２％の増。歳出総額３７７万３，

０００円で、前年度に比べ３４．７％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに１，６９４

円となりました。

４２２ページ、事項別明細書、歳入では、３款、繰入金で、一般会計と基金からそれぞれ
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１８６万円を繰り入れました。

４２４ページ、歳出では、２款、育英費、１８節、負担金補助及び交付金において、高校

生から大学生まで３９名に対し３７２万円を給付しました。

以上、育英資金給付事業特別会計の説明といたします。

次に、認定第８号 令和２年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算です。

４２６ページをお願いします。

歳入総額１億２，４０７万８，２５１円で、前年度に比べ１．１％の増。歳出総額１億２，

３６４万４，１７４円で、前年度に比べ１．１％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに

４３万４，０７７円となりました。

４３１ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入、１款、事業収入は１，８３３万４６０円で、運賃収入が５２３万７，５６０円。小

中学生のスクールバスとしての受託収入が１，３０９万２，９００円でした。

３款、繰入金では、一般会計から１億５００万円を繰り入れました。

次に、４３５ページからの歳出です。

１款、事業費では、バス運転手等の人件費、バスの燃料費や車検等の修繕料など路線バス

車両１８台、自家用バス１台の運行経費として１億１，７６９万８，１６０円を支出しまし

た。

４３７ページ、２款、公債費では、元金利子合わせて５９４万６，０１４円を償還しまし

た。

以上、町営バス運行事業特別会計の説明といたします。

続きまして、財産に関する調書について主なものを説明いたします。

まず、４３９ページからの公有財産です。

４４１ページ、行政財産の（１）土地及び建物の土地ですが、公共用財産のその他の施設

の６８０平方メートルの増加は、安井地内のロケ倉庫建設に伴い、普通財産から行政財産に

移行したものです。

次に、建物です。４４２ページ、その他の施設の非木造５９４平方メートルの増加は、先

ほど申し上げました安井地内のロケ倉庫建築による建物増加分です。

次に、４４３ページ、普通財産の（１）土地及び建物です。

公共用財産、その他の施設の土地８０１平方メートルの減少は、先ほど行政財産の説明で

申し上げましたとおり、安井地内のロケ倉庫建設に伴い、普通財産から行政財産に移行した

減少分と、令和元年度に本庄地内の町営住宅を用途廃止し、普通財産として管理していた土
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地を売却したことによる減少です。

建物の公共用財産、その他の施設の木造７４平方メートルの減少は、先ほど申し上げまし

た本庄地内の町営住宅を用途廃止し、管理していた建物の売却による減少です。

次に、（２）山林のうち面積の増減はなく、立木の推定蓄積高は、所有、分収合わせて４，

２４５立方メートルの減少となりました。

４４５ページ、（７）出資による権利では、株式会社丹波情報センターへの出資金につい

て、ケーブルテレビ事業の民営化に伴う所有株式の売却により、令和２年度末現在高は１，

０００万円減少となりました。

４４６ページ、２の物品です。令和２年度中の増減につきまして、車両・船舶類につきま

しては、リースアップによる軽自動車２台の取得と中型バス１台の廃車により、差引きで１

台の増加となりました。光学機械器具類は、ケーブルテレビ用のカメラを保守契約の終了に

伴い機器更新し２台の増加。医療・衛生器具類は、体温検知機能付顔認証カメラの購入によ

り７台の増加。機械器具類は、木材加工用レーザー加工機１台とラジコン式草刈機２台の購

入により計３台増加。軽機械・用具類は、給食用のガス揚げ物機、真空低温冷却機、二層式

フライヤー、冷凍庫を各１台で４台の増加。電気・通信器具類は、全てケーブルテレビ用の

機器類で、さきのカメラと同様に保守契約の終了に伴う機器更新により２１台の増加。最後

に、雑品類については、森林ＧＩＳシステムのＯＳ更新により１台の増加となりました。

４４７ページ、４、基金です。

一般会計の基金は、財政調整基金で１億円を取り崩し、１億５３万円を積み立て、令和２

年度末現在高は１５億１，０１２万８，５８２円となりました。振興基金では、２億円を取

り崩し、７５万６，０００円を積み立て、令和２年度末現在高は１３億６，９３１万８，０

００円となりました。減債基金は１億２万３，０００円を積み立て、令和２年度末現在高は

１億９，０９４万８，９５２円となりました。ふるさと応援寄附金基金では、２，１６１万

４，０００円を取り崩して、寄附いただいた方の意向に沿った各事業に充当しております。

また、令和２年度の寄附金分に利子分を合わせ１億６４４万７，０００円を積み立てました。

森林環境譲与税基金につきましては、１，５５０万５，２５９円を積み立てました。

一般会計全体では９９万６，７４１円の減少。特別会計では全体で８２４万７，８７３円

の増加。全ての会計を合わせた令和２年度末現在高は、４２億６，６０８万３，２６８円と

なりました。

以上、財産に関する調書の説明といたします。

続きまして、６つの財産区特別会計の説明に移ります。
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なお、各財産区の財産に関する調書は説明を省略させていただきますので、よろしくお願

いいたします。

まず、認定第９号 令和２年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算です。

４４９ページをお願いします。

歳入総額１０４万８，１８８円、歳出総額８５万２，３４４円、歳入歳出差引額、実質収

支額ともに１９万５，８４４円となりました。

４５４ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入、１款、財産収入は、須知地区の駐車場貸与料や携帯電話通信施設敷地料など合計４

２万８，５１７円の収入がありました。２款、寄附金では、須知地区で区域内の各区から管

理運営寄附金３７万２，０００円を収入。３款、繰入金では、竹野地区で１１万２，０００

円を基金から繰り入れました。

４５８ページ、歳出です。

１款、総務費、１項、須知地区、１目、一般管理費で、財産区管理会委員報酬３万９，０

００円。敬老祝賀式補助金や区長会運営補助金などに３０万円。財政管理調整基金積立金１

９万２，０００円などを支出。２項、竹野地区では、１目、一般管理費で、財産区管理会委

員報酬３万７，５００円などを支出しました。

以上、須知財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１０号 令和２年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算です。

４６４ページをお願いします。

歳入総額２４万７，０２２円、歳出総額２０万８，７８２円、歳入歳出差引額、実質収支

額ともに３万８，２４０円となりました。

４６９ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入では、２款、寄附金で２１万９，３００円。財産区区域内の各区から寄附を受けたも

のです。

４７１ページ、歳出です。

１款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬５万４，０００円。財政管

理調整基金積立金１０万１，０００円などを支出しました。

以上、高原財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１１号 令和２年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算です。

４７５ページをお願いします。

歳入総額１，５４２万２，２６７円、歳出総額１，３７９万１，４５１円、歳入歳出差引
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額、実質収支額ともに１６３万８１６円となりました。

４８０ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入では、１款、財産収入が主で、１項、財産運用収入では、ゴルフ場用地をはじめとす

る土地貸付料などで１，３２９万２，３８１円でした。

２項、財産売払収入は、直営林間伐作業による立木売払収入で４５万６，２６０円でした。

４８４ページ、歳出です。

１款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬４６万８，０００円をはじ

め、財産区運営のための一般経費を支出しました。

２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料２９９万９，７００円など、３目、諸費で

は、４８７ページ、山林高度利用補助金など財産区住民関係団体等への補助金合わせて６０

９万３，０００円や、公民館事業への繰出金７０万円を支出しました。

以上、桧山財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１２号 令和２年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算です。

４９１ページをお願いします。

歳入総額６２６万５，８２９円、歳出総額５３２万１，６５８円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに９４万４，１７１円となりました。

４９６ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入では、１款、財産収入が主で、携帯電話通信施設や区への土地貸付収入など財産収入

は５６３万８，５４７円でした。

５００ページ、歳出です。

１款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬３８万７，０００円をはじ

め、財産区運営のための一般経費を支出しました。

２目、財産管理費では、区への土地貸付補償費３２０万１，１３４円など、３目、諸費で

は、梅田地域振興対策事業補助金として２１万８，０００円と、公民館事業への繰出金３０

万円などを支出しました。

以上、梅田財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１３号 令和２年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算です。

５０６ページをお願いします。

歳入総額３６１万９，２３５円、歳出総額３１３万２，５６６円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに４８万６，６６９円となりました。

５１１ページ、事項別明細書をお願いします。
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歳入、１款、財産収入では、集落への土地貸付収入４３万１，０００円とマツタケ等採取

権収入６万１，５００円が主な収入です。

２款、繰入金では、財政調整基金から７８万９，０００円を繰り入れました。

４款、諸収入では、送電線近接樹木伐採補償費として１５１万８，３００円の収入があり

ました。

５１５ページ、歳出です。

１款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬３９万６，０００円をはじ

め、財産区運営のための一般経費を支出しました。

３目、諸費では、財産区住民関係団体への補助金合わせて５２万１，０００円と、公民館

事業への繰出金３０万円を支出しました。

以上、三ノ宮財産区特別会計の説明といたします。

次に、認定第１４号 令和２年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算です。

５２１ページをお願いします。

歳入総額４９４万９，０１２円、歳出総額３５３万８，１９４円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに１４１万８１８円となりました。

５２６ページ、事項別明細書をお願いします。

歳入では、１款、財産収入が主で、区及び法人への土地貸付料など２１６万６，３６０円。

２項、財産売払収入は、財産区有林間伐作業による立木売払収入で１９５万９，８５６円

でした。

次に、５３０ページ、歳出です。

１款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬６７万２，０００円をはじ

め、財産区運営のための一般経費を支出しました。

２目、財産管理費では、林道維持管理事業等補助金に１８万３，０００円を支出。

３目、諸費では、負担金補助及び交付金で、貸付林等高度利用補助金として１５万円。公

民館事業への繰出金３０万円などを支出しました。

以上、質美財産区特別会計の説明といたします。

最後に、認定第１５号 令和２年度国保京丹波町病院事業会計決算について説明いたしま

す。

病院事業会計につきましては、別冊子の病院事業会計決算書で説明をさせていただきます。

まず、９ページの損益計算書をお開きください。

１の医業収益で、入院収益は２億５，７１８万３，８４０円。外来収益は２億７，２７５
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万９，６４６円。その他医業収益は、個室使用料、健診や予防接種などの公衆衛生活動収益、

救急告示病院に対する一般会計負担金、その他文書料など合わせて８，９６７万２，１２７

円で、合計６億１，９６１万５，６１３円となりました。

２の医業費用では、主なものは給与費５億９，７６９万６，００１円。薬品や診療材料な

どの材料費５，７７３万３,３２３円。事務費や光熱水費、各種業務委託料などの経費１億

７，４３４万９，１４８円。減価償却費７，９０７万６，７６８円など合計９億９３７万３，

９２２円となりました。

よって、医業収支は、２億８，９７５万８，３０９円の損失となりました。

３の医業外収益での主なものは、補助金３，０６３万６，０００円。内訳は、在宅療養あ

んしん病院補助金など京丹波町病院に１，２４６万２，０００円。国保特別調整交付金及び

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金として、和知診療所に９４５万９，００

０円と和知歯科診療所に８７１万５，０００円です。負担金及び交付金は２億６，５５８万

８，４４５円で、主なものは企業債償還利息と運営補助に係る一般会計繰入金で２億５，３

１５万６，５３１円。長寿社会づくりソフト事業費交付金１５８万９，０００円。和知老人

保健施設から和知診療所への医師給与負担金１，０８４万２，９１４円です。長期前受金戻

入は、固定資産取得時に交付を受けた補助金等であり、償却年数に合わせて収益化したもの

で、本年度は１，０４３万３，７０４円となり、これら医業外収益の合計は３億１，１３９

万７，８５４円となりました。

４の医業外費用では、企業債支払利息６９９万２，５３１円。長期前払消費税償却２，８

３８万１，７４５円を主なものとして、合計で３，６８５万２，１６３円となりました。先

ほどの医業損失にこれら医業外収支を加減した結果、１，５２１万２，６１８円の経常損益

となりました。

５の特別損失としては、旧瑞穂病院の有害物質ＰＣＢ廃棄処分を実施し、３４９万６，２

４０円となりました。

よって、本年度は、当年度純損益も１，８７０万８，８５８円となりましたので、前年度

繰越欠損金３億５，７４４万７，１９４円を加えた令和２年度未処理欠損金は、３億７，６

１５万６，０５２円となりました。

次に、３７ページからの資本的収入及び支出についてです。

収入の他会計出資金は、企業債元金償還金に係る一般会計繰入金であり、京丹波町病院に

３，３８５万７，０００円、和知診療所に１２８万９，０００円を繰り入れました。補助金

は、京丹波町病院に府補助金として、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金及
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び地域医療機能強化特別事業補助金で合わせて１，７２５万円、和知歯科診療所に府補助金

で医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金４７万３，０００円、国保会計

補助金で国保特別調整交付金１１０万円の交付を受け、資本的収入の合計は５，３９６万９，

０００円となりました。

支出では、企業債元金償還金として、京丹波町病院に５，９５９万３，０８５円、和知診

療所に２５７万８，８６４円を支出しました。

建設改良費では、京丹波町病院で食器洗浄機や空調機器などの設備更新や新型コロナウイ

ルス感染症対策として顔認証サーモグラフィーカメラなどの器械備品購入費に２，７８５万

６，４５６円、訪問看護用軽自動車の購入に１２９万８，０００円、和知歯科診療所でバキ

ュームモーター更新など器械備品購入費として４７６万３，０００円を支出し、資本的支出

の合計は９，６０８万９，４０５円となりました。

なお、収支不足分４，２１２万４０５円は、過年度分損益勘定留保資金により補塡してお

ります。

以上、国保京丹波町病院事業会計の説明といたします。

これをもちまして、認定第１号から認定第１５号までの説明を終わらせていただきます。

ご審議の上、認定賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（梅原好範君） 中川上下水道課長。

○上下水道課長（中川 豊君） 認定第１６号 令和２年度京丹波町水道事業会計決算の認定

につきまして、補足説明を申し上げます。

別冊子の水道事業会計決算書、最初に、１０ページをお願いいたします。

事業報告書の概要でございますが、ご承知のとおり、水道事業は安全な水道水を安定的に

供給し続ける重要な役割を担っています。

特に、近年では、施設の整備拡充に努めてきた時代から、資産の適切な管理と経営基盤の

強化が求められる時代に移行したと言われており、本町におきましても、これらの対策とし

て中長期的な計画「京丹波町水道ビジョン２０２０」を策定したところです。

平成２９年度からは地方公営企業の原則、いわゆる独立採算制による経営の効率化と公共

の福祉の増進にのっとり、給水収益の減少や老朽施設への再投資など厳しい条件に直面して

いる環境ではございますが、持続、安全、強靭の３つの観点で理想像を実現するため、地域

性を踏まえ実情に即した施策の推進に努めています。

業務の状況でございますが、年度末における給水区域内人口及び給水人口はともに１万３，

４８４人、給水件数は６，７５４件、年間配水量は２７５万６，８４５立米、年間有収水量
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は１９６万４１２立米、有収率は７１．１％でございました。

次に、５ページ、収益的勘定、経営成績を表す損益計算書をご説明申し上げます。

また、損益計算書の明細書につきましては、１９ページから２４ページにかけて収支費用

明細書でお示ししておりますので、併せてご覧願います。

１、営業収益は、（１）給水収益４億８，０００万６，４３０円に閉開栓手数料等のその

他営業収益を加え、４億８，０８７万５，４３０円となりました。

２、営業費用、（１）原水及び浄水費は、専門技術者による水道施設の日常管理業務や水

質検査業務などの委託料９，１０６万３，８２３円をはじめ、畑川浄水場ほか各施設の機能

維持のための工事請負費２，７８１万８，０００円を主なものとして、合計１億３，２７５

万２，８７３円。

（２）配水及び給水費は、水道メーターの検針業務や漏水調査などの委託に１，２３２万

６，０４０円。本管の漏水や給水装置の更新など工事請負費４，４００万４，１００円を主

なものとして、合計６，６３５万２，８７８円。

（４）総係費は、職員８名と会計年度任用職員１名、計９名分の人件費相当額として７，

０６５万７，６０３円。各種施設の光熱水費に５，９３１万９，３３４円を主なものとして、

合計１億６，７１８万６，１８４円。

（５）減価償却費は、有形・無形固定資産合わせて６億１，３１７万４，８４８円を費用

化し、営業費用の合計は９億７，９４６万６，７８３円となりました。

営業収益と営業費用の差額４億９，８５９万１，３５３円が営業損失でございます。

３、営業外収益は、（２）他会計補助金、一般会計からの繰入金として４億３，８１８万

４，０００円。

（３）長期前受金戻入は、減価償却費の財源として２億４，０２２万２２８円を収益化す

るなど、合計６億７，８６０万４，２０４円となりました。

４、営業外費用は、（１）企業債と企業債の支払利息１億１，７９０万３，５２５円を主

なものとして、１億２，４３３万５，０３９円となりました。先ほどの営業損失からこれら

を差し引いた結果、５，５６７万７，８１２円が経常利益でございます。

加えて、本年度は、５、特別損失３，９４８万５，２１５円を過年度損益修正損として評

価いたしました。公営企業会計移行後、３年間の経過を再検証した結果、固定資産及び貸倒

引当金において算出方法の整合性を図り、より適切な財務諸表を作成するため計上させてい

ただいたものです。

この結果、当年度純利益は１，６１９万２，５９７円となり、当年度未処分利益剰余金は
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７，８６９万４７５円になったところです。

次に、２５ページ、２６ページに移りまして、資本的勘定の主なものについてご説明申し

上げます。

上段の資本的収入、１項、企業債では、建設改良事業の財源として、財政融資資金より現

年分、繰越分合わせて１億５，６２０万円の借入れを行いました。

３項、他会計負担金３，０００万円及び６項、出資金１億１，０００万円の計１億４，０

００万円は、企業債元金償還金の財源として一般会計から繰入金として受けました。

４項、補助金は、ふるさとの水確保対策事業及び水道施設耐震化事業の補助金として、京

都府より２，５１７万８，８００円の収入があり、５項、基金取崩収入は、建設改良費の財

源補塡等に５，０００万円の取崩しを行いました。

これらの資本的収入の合計は、３億９，２７７万８，０００円となりました。

対しまして、下段の資本的支出では、１項、建設改良費、１目、施設整備費は、８件の測

量など委託料と９件の工事請負費で１億８，０７２万９，５００円を、２目、施設改良費は、

２件の設計など委託料と２件の移設工事請負費で１，３０４万８，２００円を、これらの合

計で１億９，３７７万７，０００円を支出いたしました。

なお、建設改良事業の箇所や規模などの詳細につきましては、１３ページから１４ページ、

建設改良事業の概要でお示ししているとおりでございます。

２項、企業債償還金は、７４本の借入れに対する元金償還金として、５億６，６４１万９，

９８０円を返済し、３項、基金繰入支出は、京都府ふるさとの水確保対策事業費補助金相当

額１，０５１万１，０００円を基金積立といたしました。

資本的支出の合計は７億７，０７０万８，６８０円となりました。

なお、資本的収支の不足分３億７，７９３万６８０円は、消費税資本的収支調整額１，１

９５万３，２１８円、過年度分損益勘定留保資金１億３４５万１２１円及び当年度分損益勘

定留保資金２億６，２５２万７，３４２円補塡いたしました。

次に、８ページ、９ページ、財務状況を表す貸借対照表を簡単にご説明申し上げます。

まず、資産の部、１、固定資産は、土地、建物、機械、装置など有形固定資産１１１億５，

４５８万６，７２２円。畑川ダム利用権の無形固定資産９億８，４９７万８，５４２円。水

道事業基金などのその他の資産３億５，８０８万４，７７３円。これらの合計額１２４億９，

７６５万３７円を資産現在高として保有しております。

固定資産の詳細につきましては、２７ページから２８ページでお示ししている固定資産明

細書のとおりでございます。
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２、流動資産は、現金預金２億９，５１６万６０６円。未収金は貸倒引当金を控除し８，

２１４万１，１８７円など、合計３億７，７３７万８，１４３円となり、資産の合計は１２

８億７，５０２万８，１８０円となりました。

９ページに移りまして、負債の部でございますが、３、固定負債の企業債６７億５，２８

８万５，２２８円と、４、流動負債の（１）企業債５億４，４４５万１，７４４円。これら

の合計７２億９，７３３万６，９７２円が企業債未償還残高となっております。

企業債の詳細につきましては、２９ページから３２ページでお示ししている企業債明細書

のとおりでございます。

５、繰延収益は、建設改良事業の財源となった分担金や補助金、受贈財産を減価償却の財

源として収益化するもので、繰延残高４６億３，６６０万６，５３４円となっており、これ

ら負債の合計は１２０億７，０６７万９，５２０円となります。

資本の部では、６、資本金の合計７億２，５６５万８，１８５円。７、剰余金の合計７，

８６９万４７５円であり、資本の合計は８億４３４万８，６６０円となりまして、負債資本

の合計とも資産と同じく１２８億７，５０２万８，１８０円となりました。

以上、簡単ではございますが、認定第１６号の補足説明とさせていただきます。ご審議賜

りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（梅原好範君） ここで暫時休憩とします。

休憩 午後 ２時０２分

再開 午前 ２時０３分

○議長（梅原好範君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

お諮りします。

認定第１号 令和２年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１６

号 令和２年度京丹波町水道事業会計決算の認定についてまでの審査については、１３名の

委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（梅原好範君） 異議なしと認めます。

よって、認定第１号から認定第１６号は、１３名の委員で構成する決算特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定いたしました。

暫時休憩とします。

休憩 午後 ２時０４分
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再開 午後 ２時０５分

○議長（梅原好範君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

お諮りします。

ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第３

項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会選任名簿のとおり指名したいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（梅原好範君） 異議なしと認めます。

よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり

選任することに決しました。

決算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いします。

暫時休憩とします。

休憩 午後 ２時０６分

再開 午後 ２時０７分

○議長（梅原好範君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

決算特別委員会において、正副委員長が決定しましたのでご報告いたします。

委員長に東まさ子君、副委員長に隅山卓夫君。

以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。

《日程第３２、報告第３号 健全化判断比率について～日程第３８、報告第９号 グリーンラ

ンドみずほ株式会社に関する経営状況について》

○議長（梅原好範君） 日程第３２、報告第３号 健全化判断比率についてから、日程第３８、

報告第９号 グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況についてまでを一括議題とし

ます。

町長の説明を求めます。

太田町長。

○町長（太田 昇君） それでは、報告第３号から順次説明いたします。

報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健

全化判断比率として次の４指標について報告するものであります。

まず、一般会計等を対象とし、赤字の程度を指標化した実質赤字比率は、収支赤字がない

ため該当せず、また、財産区を除く全ての会計を対象とし、全体としての赤字の程度を指標
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化する連結実質赤字比率につきましても、収支赤字がなく該当はありません。次の借入金の

返済額等を指標化して資金繰りの危険度を示す実質公債費比率につきましては、前年度から

０．１ポイント減少し、１７．７％となっております。

なお、同比率に係る早期健全化基準は２５％であります。

また、借入金や将来にわたる負担の現時点での残高を指標化し、将来の財政負担の圧迫度

を示す将来負担比率につきましては、１０９．７％でありました。これは、令和元年度決算

の１２０．２％に比べ１０．５ポイント減少をしております。

なお、同比率に係る早期健全化基準は３５０％となっております。

以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。

次に、報告第４号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より、公営企業の資金不足比率を報告するものであります。本町では、下水道事業特別会計、

国保京丹波病院事業会計及び水道事業会計が対象となりますが、いずれも該当しませんでし

た。

なお、同比率の経営健全化基準は２０％となっております。

以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。

次に、報告第５号 株式会社丹波情報センターに関する経営状況につきましては、総収益

３，５４８万４，６０４円、運営管理に要する諸費用の合計は３，９０４万６，３６６円で、

収支差額は３５６万１，７６２円の赤字決算となっております。

主な事業としましては、京丹波町ケーブルテレビの施設管理業務を受託し、新規引込工事

や移設工事などの工事業務のほか、故障対応業務、幹線・支線及び引込線などの点検業務、

定時告知放送及びお悔やみ放送業務、サブセンター機器の管理、自主放送番組の制作補助、

伝送路関係の申請手続補助などの業務となります。

なお、令和３年３月３１日付で、本町が出資いたしておりました保有株式の全てにつきま

して、株式会社ＺＴＶに譲渡したところであります。

次に、報告第６号 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会に関する経営状況につ

きましては、総収益が３億９，３６６万６，９３４円、運営管理に要する諸費用の合計は３

億７，５５５万９，１５８円で、収支差額は１，８１０万７，７７６円の黒字決算となって

おります。

同協力会は、京都府の指定管理を受け、丹波自然運動公園施設の管理運営全般を行ってお

ります。

令和２年度は、園内道路及び歩道の舗装をはじめ、一部トイレの洋式化やフリーゾーンの
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手洗い場の新設、さらにはテニスコート４面の人工芝張替え整備など施設環境の充実に取り

組みました。

また、安心・安全な施設管理のほか、毎年多彩なイベントを開催するなど、利用者ニーズ

を的確につかみ集客を図るとともに、京丹波・食の祭典や京都丹波ロードレースの主催団体

の一員として会場提供のほか運営に携わるなど、町の活性化の一翼を担っているところであ

ります。

令和２年度における公園の総入園者数につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により、約２３万人にとどまる結果となったところであります。

次に、報告第７号 一般財団法人京丹波農業公社につきましては、地域農業の振興と、経

営の強化と効果効率化を主眼に、旧丹波ふるさと振興公社と旧瑞穂農業公社が合併し、平成

３１年４月１日から新たにスタートされた農業公社であります。

同公社の経営状況につきましては、経常収益は８，６９０万７，９４６円、経常費用は８，

５９７万１８１円、経常外収益はなしで経常外費用が２０万８，３８２円で、合わせて収支

差額は３１万９，４６５円の黒字決算となっております。

収入の主なものは、黒大豆、小豆、水稲、飼料用米・稲、ソバ、堆肥散布などに係る作業

等の受託事業収入で３，２３０万１，５９３円、加工品販売収入４５９万３，１６７円、町

からの運営補助金２，９３１万円と、堆肥による土づくり補助金等の４４８万１，４００円、

水田活用直接支払交付金など６８４万１，４７６円となっています。

同公社は、担い手の確保、育成を図り、効率的かつ安定的な農業経営に向けた農地の利用

集積の促進、農地管理や農作業の受委託などを推進するとともに、特産丹波黒大豆や瑞穂大

納言小豆の生産量の維持拡大、ソバや飼料用米・飼料用稲の直営栽培、さらには、ソバの加

工販売や農産物検査の実施など、地域農業の総合的な振興策を実践するとともに、併せて、

さらなる経営強化へ向けた取組を期待するものであります。

次に、報告第８号 一般財団法人和知ふるさと振興センター全体の経営状況につきまして

は、経常収益は２億９，２２５万５，０１５円、経常経費は２億８，３２０万６，６４８円

で、収支差額は９０４万８，３６７円のプラスとなり、税引後の収支差額は８９６万５，０

１円の黒字決算となっております。

収入の主なものは、営業収入１億６，８２７万３，４８５円、農作業受託収入６，７５０

万１，７８６円、農作業受託部運営補助金など８１０万１，０４８円、わち山野草の森をは

じめ町施設の管理委託料４，４０７万２，２６４円であります。

なお、農作業受託部の単独決算につきましては、経常収益として７，３７１万８，６５１
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円を計上しており、経常経費は７，０７４万７，４３８円であり、税引後の収支差額は２９

７万１，２１３円の黒字決算となっております。

同センターは、特産品等の販売、都市住民との交流、観光レクリエーションを通じた農林

水産業の振興など幅広い活動を目的に、道の駅「和」、わち山野草の森等の管理運営、農作

業受託と水稲育苗・米乾燥調整事業等を行っております。また、高齢者買物支援事業なども

行い、町内利用者の拡充を図っております。

令和２年３月には、道の駅「和」のリニューアルにより、由良川の景観を楽しめるカウン

ターテーブルの設置や商品陳列や照明の効果的な商品ライトアップにより、購買意欲の湧く

明るい店内へと生まれ変わりました。

今後におきましても、経営改革にも取り組まれ、さらなる経営の健全化に努め、地域産業

の活性化が促進されることを期待するものであります。

報告第９号 グリーンランドみずほ株式会社の経営状況につきましては、営業外収益等を

含む総収益は１億１，９１０万７，３２９円、法人税を含む運営管理に要する諸費用の合計

は１億２，３４９万８，４８２円で、収支差額は４３９万１，１５３円の赤字決算となって

おります。

事業内容でありますが、施設全体の利用者は１８万２，８００人で、前年度比７９．３％、

営業収入は１億３，８９５万３，９３１円で、前年度比２３．０％の減収となっております。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により運動施設や宿泊の利用が大きく落

ち込み、営業収益が前年に比べ減収となりましたが、道の駅の売上げは６月以降、昨年度を

上回ったところであります。

そのような中、新型コロナウイルス対策として、国や京都府、町の支援策を活用し、新型

コロナウイルス感染症予防に係るガイドラインに対応するため、コテージの改修をはじめ感

染予防に対する備品を購入し、安心して施設をご利用いただく環境の整備を進めるとともに、

さらに経営改善の取り組んでいただけるものと期待をしております。

以上、報告とさせていただきます。

○議長（梅原好範君） 以上で、報告を終わります。

本報告については、明日９月１日、午前９時から開催の全員協議会において、質疑等の機

会を設けますので、ご了承ください。

以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。

よって、本日は、これをもって散会いたします。

次の本会議は、３日に再開しますので、定刻までにご参集ください。
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なお、この後、議会広報常任委員会が開催されますので、委員の皆さんには、大変お疲れ

のところご苦労さまですが、よろしくお願いいたします。

本日は、大変ご苦労さまでした。

散会 午後 ２時１９分
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。

京丹波町議会 議 長 梅 原 好 範

〃 署名議員 鈴 木 利 明

〃 署名議員 西 山 芳 明


